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今号の主な内容 「新宿力」で創造する、

やすらぎとにぎわいのまち
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平成27年（2015年）

新新宿宿のの未未来来ののたためめにに
コラム

新新宿宿区区ホホーームムペペーージジ「「区区長長のの部部屋屋」」でで

写写真真日日誌誌もも公公開開ししてていいまますす

！

よ
し
ず
み

け
ん
い
ち

区
長

4月26日は国民健康保険料の

休日相談も実施します

新宿区議会議員選挙
4月26日(日)午前7時～午後8時

ググググググググググララララララララララフフフフフフフフフフ新新新新新新新新新新宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿区区区区区区区区区区をををををををををを発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行

も
の
づ
く
り
産
業
を
応
援

「
商
店
街
の
に
ぎ
わ
い
創
出
に
向

け
た
調
査
」
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

中
小
企
業
・
個
人
事
業
主
を
応
援

もの
づくり

中小企業
個人事業主

商店街

2 面

4・5 面

8 面 応援します 新宿の産業

建物の診断結果をご報告く
ださい

4月26日は新宿区議会議
員選挙

3 面 平成27年度～29年度の介
護保険料を決定

国民健康保険のお知らせ

　住民票を有する全ての方の住所あてに、12桁の

個人番号（マイナンバー）が記載された通知カード

（右図）を簡易書留で郵送します。

※住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの区市町村へ住民

票の異動をお願いします。

●マイナンバーを通知します

社会保障・税番号制度
　（マイナンバー制度）が始まります

平成27年10月から

　10月から住民票を有する全ての方に12桁の個人番号（マイ

ナンバー）を付番し、来年1月から社会保障・税・災害対策の行政

手続きでマイナンバーの活用が始まります。

　マイナンバーを活用することで、各行政機関が保有する個人

の情報が「同じ人の情報である」と確認できるようになります。

これにより、さまざまな手続きに必要な個人の情報を行政機関

の間で照会・提供することが可能となり、国民の利便性の向上、�

公平・公正な社会の実現、行政の効率化を図ります。

　27年度、新宿区は税や国民健康保険などに関する事務で、マ

イナンバーの利用に向けた準備を進めていきます。今回は、制

度の流れや個人情報の取り扱い（2面）等をお知らせします。マ

イナンバー制度に関して、今後「広報しんじゅく」で定期的にお

知らせしていきます。

【問合せ】制度について…企画政策課（本庁舎3階）（5273）

3894・（5272）5500、通知カードの送付、個人番号カードの

交付について…戸籍住民課調整係（本庁舎1階）（5273）4348・

（3209）1728へ。

　
い
よ
い
よ
平
成

27年
度
が
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
新
宿
区
で

も
、

4月

1日
に

88名
の
新
規

職
員
が
入
区
し
、
区
民
生
活
を

支
え
る
一
員
と
な
り
ま
し
た
。

私
自
身
も
、
職
員
と
と
も
に
多

く
の
経
験
や
情
報
を
得
て
、
区

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
、

暮
ら
し
や
す
さ
一
番
の
新
宿
の

実
現
に
邁
進
し
ま
す
。
▼
今
年
、

東
京
は
平
年
よ
り

3日
早
く
、

3月

23日
に
桜
が

開
花
し
ま
し
た
。
区
内
に
は
、
新
宿
御
苑
や
外
濠

な
ど
桜
の
見
所
が
随
所
に
あ
り
ま
す
が
、
中
で
も

早
稲
田
地
域
の
神
田
川
沿
い
の
桜
は
見
事
で
あ

り
、
多
く
の
人
が
訪
れ
る
名
所
と
な
っ
て
い
ま

す
。こ
の
名
所
一
帯
で
今
月

5日
、
毎
年
恒
例
の

「
神
田
川
・
早
稲
田
さ
く
ら
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
今
年
は
あ
い
に
く
の
天
気
で
し
た
が
、

桜
と
神
田
川
が
コ
ラ
ボ
し
た
見
事
な
情
景
を
見

よ
う
と
、
区
内
外
か
ら
多
く
の
人
が
訪
れ
ま
し

た
。
▼
こ
う
し
た
区
内
各
所
に
あ
る
魅
力
の
ス
ポ

ッ
ト
を
世
界
に
発
信
し
て
、
新
た
な
賑
わ
い
を
創

出
し
な
が
ら
、
地
域
の
活
力
を
高
め
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
▼
さ
て
、
明
日

16日
に
歌
舞
伎
町

で
、
新
セ
ン
ト
ラ
ル
ロ
ー
ド
及
び
新
宿
東
宝
ビ
ル

の
完
成
記
念
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
新
宿

東
宝
ビ
ル
は
、
約

2千

300席
の
シ
ネ
マ
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
と

970室
の
ホ
テ
ル
が
来
街
者
を
お
迎
え

し
、

8階
テ
ラ
ス
に
は
実
物
大
の
ゴ
ジ
ラ
ヘ
ッ
ド

が
出
現
す
る
な
ど
、
新
た
な
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な

る
も
の
で
す
。
歩
き
や
す
く
な
っ
た
セ
ン
ト
ラ
ル

ロ
ー
ド
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
と
相
ま
っ
て
、
さ
ら
な

る
賑
わ
い
の
創
出
と
ま
ち
の
発
展
を
大
い
に
期

待
し
て
い
ま
す
。
▼
ま
た
、

4月

1日
か
ら
「
新
宿

区
危
険
ド
ラ
ッ
グ
そ
の
他
の
危
険
薬
物
撲
滅
条

例
」
を
施
行
し
、
歌
舞
伎
町
を
含
め
た
新
宿
駅
周

辺
で
、
客
引
き
防
止
対
策
と
あ
わ
せ
て
地
元
商
店

街
の
皆
様
や
警
察
と
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
な
ど
、

安
全
・
安
心
の
取
り
組
み
を

強
化
し
て
い
ま
す
。

▼
こ
れ
か
ら
も
、
安
全
・
安
心
は
も
と
よ
り
、
新
宿

区
が
も
つ
様

々
な
魅
力
に

磨
き
を
か

け
、
世
界
中

か
ら
多
く
の
人
が

何
度
も
訪
れ
た
く
な
る
「
賑
わ

い
都

市
新
宿
」
の
創

造
に
、
区
民
の
皆
様
や
事

業

者
の
皆
様
と
力
を

合
わ
せ
、
Ａ

Ｌ
Ｌ
新
宿
で
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

通
知
カ
ー
ド
（
案
）

■番号制度導入のスケジュール

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん

　このカードは顔写真付きのICカードで、本人確認のための身分証明書として

も利用することができます。

※27年10月、通知カードが送付される際に、個人番号カード交付申請書を同封

します。申請した方に順次、区役所の窓口で本人確認の上、交付します。

●希望者に個人番号カード（下図）を交付します

11月月

●地方公共団体等との間でも情報の照会・提供を

　開始します

　（仮称）マイ・ポータルでは個人情報のやりとりの記録が、自宅等のパソコンか

ら確認できるようになる予定です。

社会保障

年金・医療保険の手続

き、児童手当、その他福

祉の給付など

被災者台帳の作成や

支援金の支給など

個
人
番
号
カ
ー
ド
（
裏
）

確定申告等の税の手

続きなど

税 災害対策

●社会保障・税・災害対策の行政手続きで順次、マイ

　ナンバーが必要になります

個
人
番
号
カ
ー
ド
（
表
）

●国の機関の間で情報の照会・提供を開始します

●（仮称）マイ・ポータル（情報提供等記録開示システム）

　が稼働する予定です

■マイナンバー制度が導入されると

面倒な手続きが簡単になります

　社会保障サービスなどの申請時に必要な書類（課税証明書

等）の添付が省略できるようになるなど、皆さんの負担が軽

減されます。

国民の利便性の向上

的確な行政サービスを提供します

　行政機関が所得状況やサービスの受給状況を正確に把握

できるようになるため、必要な方にきめ細やかな行政サービ

スを提供します。

公平・公正な社会の実現

手続きが正確で早くなります

　マイナンバーを使って行政機関や地方公共団体などの間

で情報を照会・提供することにより、これまでよりも手続き

に要する時間が短縮でき、行政事務が効率化されます。

行政の効率化

見本 見本

見本
1100月月

かからら

2288年年

かからら

11月月

2299年年

かからら

77月月

2299年年

かからら

幼児サークルのご利用を

　マイナンバー制度につい

て、今後「広報しんじゅく」

で定期的にお知らせしてい

きます。



平成27年（2015年）4月15日発行 第 2136号（2）

こんな電話は詐欺！★ 息子や孫を装い「トラブル解決にお金が必要」などと電話をかけてきた犯人に 自宅や指定の場所でお金をだまし取られる被害が多発 ★ 不審な電話は迷わず110番！

夏
休

み
期
間

の
利
用

抽
選

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
女
神
湖

（
長
野
県
立
科
町
）

新
宿
中
央
公
園
フ
ッ
ト
サ
ル
施
設

リフォーム無料相談が始まります

在
宅

で
安

心
し

て
療

養
す

る
た

め
に

相
談
窓
口
の

ご
利
用
を

　マイナンバー制度に関して、国や区から

電話で個人情報の照会をすることはあり

ません。「おかしいな」と思ったら、すぐに

110番するか、お近くの警察署に連絡して

ください。

マイナンバー制度をかたる
不審な電話にご注意を

マイナンバー制度から見た

個人情報保護

個人番号を利用する行政事務は、法律

や条例で定められたものに限定され、そ

れ以外での使用や提供は禁じられます。

個人番号を取り扱う者が不当に情報

の提供や保有等をした場合の罰則を強

化しています。

国は、独立した第三者機関（特定個人

情報保護委員会）を設置し、行政機関等

を監視・監督します。

（仮称）マイ・ポータルを使用し、自宅等

のパソコンから、自分の特定個人情報

（個人番号を含む個人情報）が、いつ、他の

機関へ提供・照会されたかを確認できる

ようになる予定です。

特定個人情報が含まれる電子データ

を保有して業務を行う場合、特定個人情

報保護評価を実施し、情報の漏えいやそ

の他の事故等が起こるリスクの分析を

行い、そのリスクを軽減するための措置

を講じます。

特殊建築物・建築設備・昇降

機には定期的な調査・検査が

義務付けられています

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）
個個人人情情報報をを適適正正にに取取りり扱扱いいまますす

建物の診断結果をご報告ください 外壁・看板の落下による事故が発生しています

用　途 定期報告の対象となる規模 報告時期（下記※1）

特
殊
建
築
物
等

①劇場・映画館・演芸場
用途の床面積が200㎡を超えるもの（用途が1階にない
建築物は100㎡を超えるもの）

【毎年報告】

11月1日
　～翌年1月31日

27年度の
調査・報告が必要

②観覧場（屋外観覧席のものを除く）・公会堂・

　集会場

3階以上にある用途の床面積が100㎡を超えるもの、また
は用途の床面積が200㎡を超えるもの（平屋建てで客席お
よび集会室の床面積の合計が400㎡未満の集会場を除く）

③旅館・ホテル 3階以上にある用途の床面積が100㎡を超えるもので、
用途の床面積が3,000㎡（旅館、ホテルは2,000㎡）を超
えるもの

④百貨店・マーケット・勝馬投票券発売所・場外

　車券売場・物品販売業を営む店舗

⑤地下街 用途の床面積が1,500㎡を超えるもの

⑥病院・診療所（患者の収容施設があるものに

　限る）・児童福祉施設等
3階以上にある用途の床面積が100㎡を超えるもの、ま
たは用途の床面積が300㎡を超えるもの（平屋建てで
床面積の合計が500㎡未満のものを除く）

【3年ごとの報告】

28年5月1日
　　　～10月31日

⑦旅館・ホテル（③を除く）

⑧学校・体育館
3階以上にある用途の床面積が100㎡を超えるもの、ま
たは用途の床面積が2,000㎡を超えるもの

⑨博物館・美術館・図書館・ボウリング場・スキー

　場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場

⑩下宿・共同住宅・寄宿舎の用途と、この表

　（⑭を除く）の用途の複合建築物

5階以上にある用途の床面積が100㎡を超えるもの
で、用途の床面積が1,000㎡を超えるもの

⑪百貨店・マーケット・勝馬投票券発売所・場外

　車券売場・物品販売業を営む店舗（④を除く）
3階以上（⑫は地下または3階以上）にある用途の床
面積が100㎡を超えるもの、または用途の床面積が50
0㎡を超えるもの

【3年ごとの報告】

29年5月1日
　　　～10月31日

⑫展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・

　バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・

　料理店・飲食店

⑬複合用途建築物（⑩⑭を除く）

⑭事務所・そのほかこれに類するもの

用途の床面積が1,000㎡を超えるもの（5階建て以上の
建築物で延べ面積が2,000㎡を超えるもののうち、3階
以上にある用途の床面積が100㎡を超えるものに限る）

⑮下宿・共同住宅・寄宿舎
5階以上にある用途の床面積が100㎡を超えるもの
で、用途の床面積が1,000㎡を超えるもの

【3年ごとの報告】

27年5月1日
　　　～10月31日

27年度の
調査・報告が必要

建
築
設
備

⑯換気設備（自然換気設備を除く）※2
　排煙設備（排煙機・送風機があるもの）

　非常用の照明装置

　給排水配管設備（給水タンク等を設置するもの）

上記①～⑮の特殊建築物等に設置するもの ※3

【毎年報告】

前年の報告日の翌日

から起算して1年
を経過する日まで

（遊戯施設等は6か

月ごとに報告）

27年度の
調査・報告が必要

昇
降
機
等
※

4

⑰エレベーター（工場などの労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く）

　エスカレーター

　小荷物専用昇降機（テーブルタイプを除く）

　遊戯施設等（乗用エレベーター・エスカレーターで観光用のものを含む）

※1 新築の建築物の報告時期は、検査済証の交付を受けた直後の時期を除く

※2 換気設備は、火気使用室・窓のない居室・集会場等の居室に設けられた機械換気設備のみ対象

※3 共同住宅の住戸内は定期調査・検査結果の報告対象から除く

※4 昇降機は、一戸建て・長屋・共同住宅の住戸内に設置したもの（例：ホームエレベーター）を除く

問い合わせ

★日本年金機構が区市町村に地方税情報の提供を求める場合

　
建
築
物
等
は
、
劣
化
に
よ
る

外
壁
・
看
板
等
の
落
下
や
、
火
災

や
地
震
等
で
の
大
き
な
被
害
を

未
然
に
防
ぐ
た
め
、
適
切
に
維

持
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。不
特
定
多
数
の
方
が
利
用

す
る
特
殊
建
築
物
、
換
気
設
備

な
ど
の
建
築
設
備
、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
な
ど
の
昇
降
機
の
所
有

者
・
管
理
者
に
は
、

1年
ま
た

は

3年
に

1回
、
構
造
や
設
備

等
を
調
査
・
検
査
し
、
結
果
を

区
に
報
告
す
る
こ
と
が
建
築

基
準
法
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
（
敷
地
内
に
延
べ
面
積

1万
㎡
を
超
え
る
建
築
物
が

あ
る
場
合
は
東
京
都
へ
報

告
）
。利
用
者
の
安
全
確
保
の
た

め
に
も
、
定
期
的
な
調
査
・
検

査
と
報
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

【

27年
度
の
報
告
の
対
象
】

右
表
の
特
殊
建
築
物
等
の
①
～

⑤
、
⑮
、
⑯
の
建
築
設
備
、
⑰
の

昇
降
機
等
に
該
当
す
る
建
築
物

等

【
報
告
す
る
方
】
建
築
物
等
の
所

有
者
・
管
理
者

【
報
告
内
容
】
防
火
や
避
難
時
の

安
全
、
耐
久
、
衛
生
等
の
状
況

や
、建
築
設
備
・
昇
降
機
の
作
動

等
に
つ
い
て
、
専
門
技
術
を
持

つ

1級
・

2級
建
築
士
ま
た
は

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
調
査

資
格
者
に
依
頼
し
、
報
告

【
報
告
先
】区
が
業
務
を
委
託
し

て
い
る
次
の
受
託
者

▼
特
殊
建
築
物
等
…
東
京
都
防

災
・
建
築
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ

ー
定
期
報
告
担
当
（
〒

1
5
0

・

8
5
0
3渋

谷
区
渋
谷

2―

17―

5、
シ
オ
ノ
ギ
渋
谷
ビ
ル
）


（

5
4
6
6）

2
0
0
1

▼
建
築
設
備
…
日
本
建
築
設

備
・
昇
降
機
セ
ン
タ
ー
定
期
報

告
部
（
〒

1
0
5・

0
0
0
3

港
区
西
新

橋

1―

15―

5、
内

幸
町
ケ
イ

ズ
ビ
ル
）
（

3
5
9

1）

2
4
2
1

▼
昇
降
機
等
…
東
京
都
昇
降
機

安
全
協
議
会
（
〒

1
5
1・

0

0
5
3渋

谷
区

代
々

木

1―

35

―

4、
代

々
木

ク
リ

ス
タ
ル
ビ

ル
）

（

6
3
0
4）

2
2
2
4

～

5

【
問
合
せ
】
建
築
調
整
課
（
本
庁

舎

8階
）

（

5
2
7
3）

4
2

6
8・


（

3
2
0
9）

9
2
2

7へ
。

　マイナンバー制度に関する疑問などにお

答えするため、内閣府がコールセンター、ホ

ームページを開設しています。

分散管理のイメージ

ハローワーク

独立行政法人 都道府県

健康保険組合

日本年金機構

区市町村

地方税情報

提供

地方税情報

照会

　個人情報の流出や不正使用を防止するため、皆さんの個人情報を厳格に保護します。

システムから見た個人情報保護

情報の照会・提供には、個人番号（マイナンバー）をそのまま使うので

はなく、符号に変換して使用します。また、通信データも暗号化します。

ネットワークシステムにアクセスできる人を制限・管理します。

●● コールセンター ●●
（全国共通ナビダイヤル。通話料がかかり

ます）

0570（20）0178
0570（20）0291

【開設日時】月～金曜日（祝日・年末年始を

除く）、午前9時30分～午後5時30分

内閣官房ホームページ

（社会保障・税番号制度）

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/

bangoseido/index.html

政府広報オンライン

（マイナンバー特集ページ）

http://www.gov-online.go.jp/

tokusyu/mynumber/index.html

●● ホームページ ●●

外国語対応

日本語対応個人情報はこれまでと同様に分散して各行政機関が保有します。

×

個人情報は各行政機関で保有し、他の機関の個人情報が必要になった

場合には、ネットワークシステムを使用して、情報の照会・提供を行う

ことができる「分散管理」です。

○

個人情報を特定の機関に集約し、その集約した個人情報を各行政機

関が閲覧することができる「一元管理」ではありません。



新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は 03（3209）1111、新宿区ホームページは  http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

区のサービス・手続き・施設のご案内は ★しんじゅくコール★

（3209）9999 　　　　　（3209）9900午前8時～午後10時（3）第 2136号　平成27年（2015年）4月15日発行

災害関連情報・区政情報を即時に発信

アカウント名／新宿区区政情報課

区公式ツイッター shinjuku_info

区公式フェイスブック shinjuku. info

※ 小数点第4位を四捨五入しています。

　所得が少ない方への負担軽減策

　区はこれまでも、所得が少ない方への負担軽減に取

り組み、国の標準段階における負担割合（基準額に対す

る割合）よりも低く設定しています。

　第6期では、介護保険制度の改正による消費税を財源

とした低所得者層への軽減割合の拡大を活用し、第1段

階の方の負担割合を0.45から0.4に引き下げました。ま

た、消費税が10％へ引き上げられる予定の29年4月から

は、第1段階～第3段階の負担割合をさらに軽減する予

定です。

　負担能力に応じた保険料段階へ

　より負担能力に応じた負担とするため、所得段階を

14段階から16段階に細分化し、「本人の合計所得金額

が3,500万円以上」の「第16段階」を新設しました。

第1号被保険者（65歳以上の方）の介護保険料(27年度～29年度)

★合計所得金額…年金・給与・不動産・配当等の収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類で計算

方法が異なります）を控除した金額の合計です。（扶養控除・医療費控除・社会保険料控除・基礎控除等の所

得控除をする前の金額です。土地・建物や株式の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、繰越控除前

の金額をいいます。合計所得金額と住民税の納税通知書の「総所得金額」や、扶養控除・社会保険料控除な

どを除いた後の「課税標準額」とは異なります。合計所得金額が0円を下回った場合は、0円とみなします。）

　介護保険料は、3年ごとに見直していま

す。第6期介護保険事業計画の計画期間（27

年度～29年度）の保険料基準額は、月額

5,900円です。所得などの状況に応じて決ま

る「保険料段階と保険料」をお知らせします。

【問合せ】介護保険課推進係（本庁舎2階）

（5273）4596・（3209）6010へ。

平平成成2277年年度度～～2299年年度度のの介介護護保保険険料料をを決決定定ししままししたた

保険料の段階は14段階から16段階 へ

介護保険料のお知らせをお送りしました
今回お知らせした金額は仮計算したものです

民
生
委
員
・
児
童
委
員
を
委
嘱

　

4月

1日
付
け
で
、
次
の
方
が
民

生
委
員
・
児
童
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま

し
た
（
敬
称
略
）
。

【
榎
町
地
区
】
杉
原
博
（
山
吹
町

361）


（

3
2
3
5）

6
9
7
3

【
問
合
せ
】
地
域
福
祉
課
福
祉
計
画
係

（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2
7
3）

4
0

8
0へ

。

認
知
症
の
相
談
・
学
習
会

　

認
知
症
介
護
者
相
談

【
日
時
】

5月

11日

午
後

2時
～

4時

【
対
象
】
認
知
症
の
方
の
介
護
者
等
で

心
や
体
に
悩
み
を
抱
え
て
い
る
方
、

3名

【
会
場
】
区
役
所
第

1分
庁
舎

2階
区

民
相
談
室

【
内
容
】
専
門
医
の
個
別
相
談
（
西
新

宿
コ
ン
シ
ェ
リ
ア
ク
リ
ニ
ッ
ク
精
神

科
医
師
）

【
申
込
み
】
電
話
で
高
齢
者
福
祉
課

高
齢
者
相
談
係
（
本
庁
舎

2階
）


（

5
2
7
3）

4
5
9
3へ

。
先
着

順
。

　

認
知
症
・
も
の
忘
れ
相
談

【
日
時
】

5月

21日

午
後

2時

30分

～

4時

30分

【
対
象
】
区
内
在
住
で
「
最
近
も
の
忘

れ
が
多
い
」
と
心
配
の
あ
る
方
、

4名

【
内
容
】
医
師
の
個
別
相
談
（
新
宿
区

医
師
会
認
知
症
・
も
の
忘
れ
相
談

医
）

【
会
場
・
申
込
み
】
電
話
で
四
谷
高
齢

者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
三
栄
町

25、

四
谷
保
健
セ
ン
タ
ー
等
複
合
施
設

4

階
）

（

5
3
6
7）

6
7
7
0へ

。
先

着
順
。

　

認
知
症
介
護
者
の
学
習
会
・

　
交
流
会

　
病
気
の
理
解
や
対
応
、
介
護
者
の

心
理
な
ど
を
学
び
ま
す
。
介
護
者
同

士
の
仲
間
づ
く
り
が
で
き
る
交
流
会

も
実
施
し
ま
す
。

【
日
時
・
会
場
・
内
容
】
▼

5月

14日


午
後

1時

30分
～

3時

30分
／
百
人

町
地
域
交
流
館
（
百
人
町

2―

18―

21）
…
医
師
の
講
座
「
認
知
症
と
い
う

病
気
と
の
向
き
合
い
方
」

▼

6月

17日

午
前

10時
～

12時
／

西
新
宿
シ
ニ
ア
活
動
館
（
西
新
宿

4―

8―

35）
…
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

の
講
座
「
介
護
者
の
た
め
の
介
護
保

険
豆
知
識
」

【
対
象
】
区
内
在
住
で
認
知
症
の
方
を

介
護
す
る
家
族
ほ
か
、
各

20名

【
費
用
】
各
回

100円
（
交
流
会
の
茶
菓

代
）

【
申
込
み
】
電
話
で
高
齢
者
福
祉
課
高

齢
者
支
援
係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5

2
7
3）

4
5
9
4へ

。
先
着
順
。

　
「
介
護
保
険
べ
ん
り
帳
（
介
護
保
険

制
度
の
仕
組
み
や
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

方
法
を
紹
介
）
」
と
、
今
年
新
た
に
発

行
し
た
「
高
齢
者
く
ら
し
の
お
た
す

け
ガ
イ
ド
（
高
齢
者
向
け
の
サ
ー
ビ

ス
や
窓
口
な
ど
を
紹
介
）
」
を
お
届
け

し
ま
す
。
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

4月

21日

・

22日

に
発
送
し

ま
す
。
届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

【
郵
送
の
対
象
】

▼

65歳
以
上
の
高
齢
者
が
い
る
世

帯▼

40歳
～

64歳
で
介
護
保
険
の
「
要

支
援
」「
要
介
護
」
認
定
者
が
い
る
世

帯※
特
別
出
張
所
、
高
齢
者
総
合
相
談

セ
ン
タ
ー
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
▼
介
護
保
険
べ
ん
り

帳
…
介
護
保
険
課
推
進
係

（

5
2

7
3）

4
5
9
6・


（

3
2
0
9）

6
0
1
0、

▼
高
齢
者
く
ら
し
の
お

た
す
け
ガ
イ
ド
…
高
齢
者
福
祉
課
高

齢
者
福
祉
企
画
係

（

5
2
7
3）

4

5
9
1・


（

5
2
7
2）

0
3
5
2

（
い
ず
れ
も
本
庁
舎

2階
）へ
。

　27年度の介護保険料は、26年中の所得を基にした27年度

の住民税課税状況から決定します。27年度の住民税は6月に

確定するため、今回お知らせした金額は、26年度の住民税課税

状況と27年4月1日現在の世帯状況を基に、改定後の保険料額

を適用して仮計算したものです。

　年金から引き落とし（特別徴収）の方

　年金から引き落とされる介護保険料の金額を、4月８日

に「はがき」でお知らせしました。4月・6月・8月は仮徴収

額として引き落とされ、10月・12月・28年2月に引き落とされ

る本徴収額は、27年度の住民税決定後、7月中旬に改めてお知

らせします。

　納付書または口座振替でお支払い（普通徴収）の方

　介護保険料納入通知書を、4月15日にお送りします。納付

書でお支払いの方には、納付書を同封しています。4月22日

までに届かないときは、介護保険課資格係へご連絡ください。

　4月～6月分は、仮計算した金額をお支払いいただきます。7

月分以降の確定した金額は、27年度の住民税決定後、7月中旬

に改めてお知らせします。

★３月中に65歳になった方

新宿区に転入した65歳以上の方等へ
　次の方には、27年3月相当分（改定前の保険料を適用）の納

付書も同封しています。4月分とともに、4月30日までにお支

払いください。

27年3月中に65歳になった方（昭和25年3月2日～4月1日

生まれの方）、27年3月1日～27日に新宿区に転入手続きを

した方、25年中の所得に変更があった方

★納付書でお支払いの方は口座振替のご利用を

　保険料のお支払いには、納め忘れのない口座振替をご利用

ください。本人名義のほか、家族名義の口座から引き落とす

こともできます。納入通知書に同封の「預金口座振替（自動払

込）依頼書」でお申し込みください。

※年金からの引き落としで介護保険料を納めている方は、口

座振替への変更はできません。

【問合せ】介護保険課資格係（本庁舎2階）（5273）4597へ。

保険料

段階
所得などの状況

基準額に
対する割合

保険料

月額 年額

第1段階

生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者

基準額
×0.4 2,360円 28,320円

世帯全員が

住民税

非課税

本人が老齢福祉年金受給者

本人の課
税年金収
入金額と
合計所得
金額を合
わせて

80万円以下

第2段階 120万円以下 基準額
×0.488※ 2,880円 34,560円

第3段階 120万円超 基準額
×0.7 4,130円 49,560円

第4段階 本人が住民
税非課税で
世帯員が
住民税課税

80万円以下 基準額
×0.8 4,720円 56,640円

第5段階 80万円超 基準額 5,900円 70,800円

第6段階

本人が

住民税

課 税

本人の合計

所得金額が

125万円未満 基準額
×1.1 6,490円 77,880円

第7段階 125万円以上250万円未満 基準額
×1.2 7,080円 84,960円

第8段階 250万円以上375万円未満 基準額
×1.4 8,260円 99,120円

第9段階 375万円以上500万円未満 基準額
×1.549※ 9,140円 109,680円

第10段階 500万円以上625万円未満 基準額
×1.849※ 10,910円 130,920円

第11段階 625万円以上750万円未満 基準額
×2.088※ 12,320円 147,840円

第12段階 750万円以上1,000万円未満 基準額
×2.449※ 14,450円 173,400円

第13段階 1,000万円以上1,500万円未満 基準額
×2.9 17,110円 205,320円

第14段階 1,500万円以上2,500万円未満 基準額
×3.3 19,470円 233,640円

第15段階 2,500万円以上3,500万円未満 基準額
×3.5 20,650円 247,800円

第16段階 3,500万円以上 基準額
×3.7 21,830円 261,960円

「
介
護
保
険
べ
ん
り
帳
」

「
高
齢
者
く
ら
し
の

お
た
す
け
ガ
イ
ド
」
を

お
届
け

し
ま
す

図
書
館
の
催
し

シ
ニ
ア
活

動
館
の
催
し
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素
案
の

概
要

▼

3歳
児
学
級
の
定
員
を
、

17人

か
ら

20人
に
拡
大
す
る

▼

3歳
児
保
育
を
実
施
し
て
い
な

い
区
立
幼
稚
園
の
う
ち
、
保
育
室

が

3部
屋
以
上
確
保
で
き
る
園
に

3歳
児
の
学
級
を
新
設
す
る

▼

27年
度
中
に
預
か
り
保
育
を
試

行
的
に
実
施
し
、

28年
度
以
降
、
段

階
的
に
預
か
り
保
育
実
施
園
を
拡

大
す
る

　
素
案
で
は
、
区
立
幼
稚
園
の
廃

止
は
、
今
回
は
見
送
る
こ
と
と
し
、

適
切
な
園
児
数
を
確
保
す
る
た

め
、「

3年
保
育
」
や
「
預
か
り
保

育
」
を
実
施
す
る
中
で
、
今
後
の
幼

稚
園
の
需
要
に
対
応
し
て
い
く
こ

と
に
し
ま
し
た
。
今
後
も
私
立
幼

稚
園
連
合
会
等
と
連
携
し
、
保
護

者
の
選
択
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
幼
児
教
育
環
境
の

充
実
に
取
り
組
み
ま
す
。

地
域
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

地
域
セ
ン
タ
ー

【
日
時
・
会
場
】
時
間
は
い
ず
れ
も

午
後

7時
～

8時

30分

▼

4月

21日

…
若
松
地
域
セ
ン

タ
ー（
若
松
町

12―

6）

▼

4月

23日

…
榎
町
地
域
セ
ン

タ
ー（
早
稲
田
町

85）

▼

4月

28日

…
大
久
保
地
域
セ

ン
タ
ー（
大
久
保

2―

12―

7）

▼

4月

30日

…
落
合
第
一
地
域

セ
ン
タ
ー（
下
落
合

4―

6―

7）

▼
5月

12日

…
四
谷
地
域
セ
ン

タ
ー（
内
藤
町

87）

※
託
児
が
あ
り
ま
す
（

2歳
以
上

の
未
就
学
児
）。
各
説
明
会
の

3日

前
ま
で
に
学
校
運
営
課
保
健
給
食
・

幼
稚
園
係
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

　

区
立
幼
稚
園

　

14か
所
の
区
立
幼
稚
園
で
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
新
宿
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
案
内
し
て

い
ま
す
。

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す

　
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
制
度

（
意
見
公
募
）
に
よ
り
、
素
案
へ
の

ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
ご
意
見

に
は
住
所
・
氏
名
の
ほ
か
、
区
内
在

学
・
在
勤
の
方
は
勤
務
先
・
学
校
の

名
称
・
所
在
地
を
記
入
し
、

5月

15

日

ま
で
に
学
校
運
営
課
保
健
給

食
・
幼
稚
園
係
へ
郵
送
（
必
着
）・
フ

ァ
ッ
ク
ス
ま
た
は
お
持
ち
く
だ
さ

い
（
氏
名
等

の
個
人
情
報

は
公
表
し
ま

せ
ん
）。
新
宿

区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も

受
け
付
け
ま

す
。

「「区区立立幼幼稚稚園園ののあありり方方のの見見直直しし方方針針（（素素案案））」」へへのの

ごご意意見見をを募募集集ししまますす

国
民
健
康
保
険
料
は

必
ず
納
め
ま
し
ょ
う

　
平
成

26年
度
分
ま
で
の
保
険
料
を
完

納
し
て
い
な
い
方
は
、
至
急
、
納
め
て
く

だ
さ
い
。

保
険
料
は
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と

き
の
医
療
費
な
ど
に
使
わ
れ
る
大
切
な

財
源
で
す
。
医
療
機
関
に
か
か
っ
た
と

き
の
医
療
費
は
、
窓
口
で
支
払
う
自
己

負
担
分
を
除
き
、
半
分
は
公
費
で
、
残
り

の
半
分
は
皆
さ
ん
の
保
険
料
で
賄
わ
れ

て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
皆

さ
ん
は
、
医
療
費
の
一
部
を
負
担
し
て

医
療
を
受
け
る
と
と
も
に
、
保
険
料
を

納
め
る
義
務
も
あ
り
ま
す
。
保
険
料
を

納
め
な
い
方
が
い
る
と
、
国
民
健
康
保

険
の
運
営
が
困
難
に
な
り
、
医
療
費
を

賄
え
な
く
な
り
ま
す
。
必
ず
納
め
ま
し

ょ
う
。

　

保
険
料

を
納
め
な

い
と

　
未
納
期
間
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
を

取
り
ま
す
。
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き

は
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
（

8面

で
休
日
の
納
付
相
談
を
ご
案
内
し
て
い

ま
す
）。

▼
督
促
や
催
告
を
し
て
も
納
付
が
な
い

場
合
は
、
通
常
の
保
険
証
の
代
わ
り
に
、

有
効
期
限
の
短
い
保
険
証
（
短
期
証
）
を

交
付
し
ま
す
。

▼
未
納
の
状
態
が
続
く
と
、
被
災
等
の

特
別
な
事
情
が
あ
る
方
を
除
き
、
資
格

証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。
資
格
証
明
書

は
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。
病
院

に
か
か
る
と
き
に
提
示
す
れ
ば
、
保
険

診
療
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
が
、
医
療
費

は
通
常
の
自
己
負
担
分
（

3割
）
で
は
な

く
、
全
額
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

後
日
、
滞
納
し
て
い
る
保
険
料
の
納
付

に
つ
い
て
ご
相
談
の
上
、
申
請
に
よ
り

保
険
者
負
担
分
を
お
返
し
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

▼
高
額
療
養
費
等
保
険
給
付
の
全
部
ま

た
は
一
部
を
、
未
納
の
保
険
料
に
充
て

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
を

滞
納
し
て
い
る
方
は
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
前
記
と
は
別
に
、法
律
に
基
づ
い
て
預

貯
金
、
給
与
、
生
命
保
険
な
ど
財
産
の
差

し
押
さ
え
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

国国国国国国国
民民民民民民民
健健健健健健健
康康康康康康康
保保保保保保保
険険険険険険険
ののののののの

おおおおおおお
知知知知知知知
ららららららら
せせせせせせせ

子子どどもも総総合合セセンンタターー

子子どどもも家家庭庭支支援援セセンンタターー

児児 童童 館館

5月
25日

消費者が商品を選択する時の表示
や広告等の見極めポイント
（植村幸也・弁護士）

6月
12日

化粧品の広告について
（日本化粧品工業連合会）

6月
22日

指導事例から学ぶ～消費者が商品
選択をする時の知識（東京都生活文
化局消費生活部取引指導課）

7月
8日

ネットトラブル回避術
（紀藤正樹・弁護士）

8月
6日

金融商品の失敗しない見極めポイ
ント
（原早苗・元 消費者委員会事務局長）

9月
1日

消費者トラブル（消費生活相談員）
※5回以上参加した方には、区長か
　ら修了証をお渡しします。

※時間はいずれも午後1時30分～3時30分

　
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
・
子
ど
も
家
庭

支
援
セ
ン
タ
ー
・
児
童
館
等
で
は
、
子
育

て
支
援
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
幼
児
サ
ー

ク
ル
を
実
施
し
て
い
ま
す
（
右
表
）。

【
申
込
み
】
利
用
を
希
望
す
る
子
ど
も
総

合
セ
ン
タ
ー
・
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ

ー
・
児
童
館
等
へ
。

子
育
て
サ
ロ
ン
・
子
育
て
自
主
サ
ー
ク
ル
・

乳
幼
児
親
子
の
専
用
ス
ペ
ー
ス
も

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
・
児
童
館

等
で
は
、
子
育
て
サ
ロ
ン
活
動
、
保
護
者

の
自
主
的
な
子
育
て
サ
ー
ク
ル
活
動
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
児
童
館
等
は
、

子
育
て
情
報
の
提
供
や
育
児
相
談
を
行

っ
て
い
ま
す
。
乳
幼
児
の
親
子
が
専
用
で

利
用
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
児
童
館

等
も
あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に
お
立
ち
寄
り

く
だ
さ
い
。
各
児
童
館
等
の
幼
児
サ
ー
ク

ル
、
子
育
て
サ
ロ
ン
活
動
、
子
育
て
サ
ー

ク
ル
活
動
は
、
新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

保
険

料
の
納

付

　

27年
度
の
納
入
通
知
書
は
、

6月
に
発
送
し
ま
す
。

1

年
間
の
保
険
料
は
、

6月
～

28年

3月
の

10回
に
分
け

て
納
め
て
く
だ
さ
い
。

納
付
書
は
、

6月
納
期
分
～

9月
納
期
分
を

6月
に
、

10月
納
期
分
～

28年

3月
納
期
分
を

10月
に
発
送
し
ま

す
。な
お
、

6月
は
一
括
払
い
用
の
納
付
書
も
同
封
し
ま
す
。

※

27年

1月

2日
以
降
に
新
宿
区
に
転
入
し
た
方
に

6

月
に
発
送
す
る
納
入
通
知
書
で
は
、
均
等
割
額
の
み
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
そ
の
後
、
前
住
所
地
の
住
民
税
の
課

税
内
容
か
ら
算
定
基
礎
額
を
計
算
し
、
所
得
割
額
を
確

定
し
た
上
で
、保
険
料
の
変
更
通
知
を
お
送
り
し
ま
す
。

基礎賦課額
（医療分）

後期高齢者支援金等
賦課額（支援金分）

賦課限度額 16万円

27年度の国民健康保険料

賦課限度額 52万円 賦課限度額 17万円

介護納付金賦課額
（介護分）

27年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

保
険

料
を

改
定

し
ま

し
た

　
医
療
費
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
負
担
金
、
介

護
納
付
金
等
に
よ
り
保
険
料
を
毎
年
見
直
し
、
均
等
割

額
・
所
得
割
額
を
改
定
し
て
い
ま
す
。

27年
度
の
保
険
料

は
、
左
図
の
と
お
り
で
す
。

※
新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
前
年
中
の
総
所
得
金
額
等

や
年
齢
を
入
力
す
る
と
、
保
険
料
を
計
算
で
き
る
「
試
算

シ
ー
ト
」
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【算定基礎額】平成26年の総所得金額等から基礎控除額
（33万円）を差し引いた金額

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
先
発
医
薬
品

（
新
薬
）
の
特
許
期
間
終
了
後
に
製
造
さ
れ

る
、
先
発
医
薬
品
と
同
等
の
品
質
、
安
全
性
を

持
つ
医
薬
品
で
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
承
認

さ
れ
て
い
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
す
る
と
、

薬
代
が
安
く
な
り
ま
す
。
利
用
で
き
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
医
師
や
薬
剤
師
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

※
生
活
習
慣
病
等
で
処
方
さ
れ
て
い
る
薬
を

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
た
場
合

に
、自
己
負
担
額
が
一
定
額
以
上
軽
減
さ
れ
る
と

見
込
ま
れ
る
方
に
は
、利
用
差
額
を
試
算
し
た

「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」

を

7月
・

10月
・

28年

2月
に
お
送
り
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】医
療
保
険
年
金
課
国
保
給
付
係
（
本

庁
舎

4階
）
（
５
２
７
３
）
４
１
４
９
へ
。

館名 所在地 電話番号 曜日・対象年齢・定員

子ども総合
センター

新宿7－3－29
新宿ここ・から広場内

（3232）0695
0歳児…第1･第3水曜日　２歳児以上…第２･第４木曜日
1歳児…第2･第4火曜日

信濃町子ども家庭
支援センター

信濃町20 （3357）6851 ０歳児（3か月以上）…金曜日　１歳児以上…火曜日

榎町子ども家庭
支援センター

榎町36 （3269）7304
0歳児…水曜日　2歳児以上…木曜日
1歳児…火曜日

中落合子ども家庭
支援センター

中落合2－7－24 （3952）7751

０歳児…第2･第4木曜日
　（９月から第2･第4水曜日も開催します）
1歳児A（30組）…第1･第3金曜日
1歳児B（30組）…第2･第4金曜日
2歳児以上（30組）…第1･第3木曜日

北新宿子ども
家庭支援センター

北新宿3－20－2 （3365）1121
0歳児…水曜日　2歳児以上…月曜日（月2回以上）
1歳児…金曜日

本塩町児童館 本塩町8 （3350）1456
0歳児…月曜日（月1回）　4歳児～未就学児…土曜日（月1回）
0歳児～未就学児…火曜日

北山伏児童館 北山伏町2－17 （3269）7196 2歳児･3歳児（30組）…木曜日

中町児童館 中町25 （3267）3321
0歳児…金曜日　2歳児以上…水曜日
1歳児…木曜日

東五軒町児童館 東五軒町5－24 （3269）6895
0歳児（25組）…火曜日　2歳児以上（25組）…木曜日
1歳児以上（25組）…水曜日

薬王寺児童館 市谷薬王寺町51 （3353）6625
0歳児・1歳児（40組）…木曜日　
おおむね2歳以上（40組）…火曜日

早稲田南町児童館 早稲田南町50 （5287）4321
0歳児（30組）…火曜日（月2回）　2歳児以上（20組）…金曜日
1歳児（20組）…水曜日

富久町児童館 富久町22－21 （3357）7638 0歳児・1歳児…火曜日　2歳児以上…木曜日

百人町児童館 百人町2－18－21（3368）8156
0歳児…金曜日　2歳児・3歳児…木曜日
1歳児…火曜日

高田馬場
第一児童館

高田馬場3－18－21（3368）8167
0歳児…水曜日　2歳児以上…火曜日
1歳児…木曜日

高田馬場
第二児童館

高田馬場1－4－17（3200）5038
6か月～1歳6か月（25組）…火曜日
1歳6か月以上…（25組）…木曜日

上落合児童館 上落合2ー28ー8 （3360）1413 0歳児（40組）…金曜日　1歳児～3歳児（40組）…月曜日

中井児童館 中井1－8－12 （3361）0075
0歳児…第2水曜日　2歳児以上（40組）…金曜日
0歳児・1歳児（30組）…木曜日

西落合児童館 西落合1－31－24（3954）1042 0歳児･1歳児…金曜日　2歳児以上…木曜日

北新宿第一児童館 北新宿2－3－7 （3369）5856
0歳児…木曜日　2歳児以上…火曜日
1歳児…月曜日

西新宿児童館 西新宿4－35－28（3377）9352
0歳児…火曜日　2歳児以上…木曜日
1歳児…水曜日

子ども総合センター・子ども家庭支援センター・児童館の幼児サークル

【
問
合
せ
】
▼
保
険
料
の
算
定
、
資
格
の
取
得
・
喪
失
…
医
療
保
険

年
金
課
国
保
資
格
係

（

5
2
7
3）

4
1
4
6、

▼
医
療
費
等

の
保
険
給
付
…
国
保
給
付
係

（
５
２
７
３
）４
１
４
９
、
▼
保
険

料
の
納
付
…
納
付
相
談
係

（

5
2
7
3）

3
8
7
3・

4
5
3
0

（
い
ず
れ
も
本
庁
舎

4階
）・

（

3
2
0
9）

1
4
3
6へ
。

消
費
者
大
学
講
座

　
地
域
に
お
け
る
消
費
者
教

育
の
担
い
手
と
な
る
人
材
育

成
を
目
的
に
し
、

27年
度
は

「
情
報
」
を
テ
ー
マ
に
表
示
や

広
告
・
情
報
の
見
極
め
ポ
イ

ン
ト
を
考
え
ま
す
。

【
日
時
・
内
容
・
講
師
】
左
表
の

と
お
り

※
内
容
は
変
更
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

【
会
場
】
新
宿
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
分
館
（
高
田
馬
場

1―

32―

10）

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の

方
、

30名

【
主
催
・
申
込
み
】
往
復
は
が

き
に

4面
記
載
例
の
と
お
り

記
入
し
、

5月

7日
（
必
着
）

ま
で
に
新
宿
区
消
費
者
団
体

連
絡
会
（
〒

1
6
9・

0
0
7

5高
田
馬
場

1―

32―

10、

新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
分

館
内
）へ
。
先
着
順
。

【
問
合
せ
】
新
宿
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
（
第

2分
庁
舎

3階
）


（

5
2
7
3）

3
8
3
4へ

。

新
宿
区
交
通
安
全
パ
レ
ー
ド

　
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
（

5月

11

日
～

20日
）に
先
駆
け
、
交
通
安
全
を
呼

び
掛
け
ま
す
。

【
日
時
】

4月

29日

午
前

11時
か
ら

（
雨
天
中
止
）

【
コ
ー
ス
】
新
宿
通
り
（
新
宿

3丁
目
交

差
点
～
大
ガ
ー
ド
）

※
当
日
の
午
前
は
交
通
規
制
が
あ
り
ま

す
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
参
加
団
体
】
警
視
庁
音
楽
隊
・
鼓
隊
・
カ

ラ
ー
ガ
ー
ド
・
ク
イ
ー
ン
ス
タ
ー
ズ
、
交

通
安
全
協
会
、
交
通
少
年
団
鼓
笛
隊
、
早

稲
田
大
学
応
援
部
吹
奏
楽
団
、
日
本
大

学
吹
奏
楽
研
究
会
ほ
か

【
問
合
せ
】
交
通
対
策
課
交
通
企
画
係

（
本
庁
舎

7階
）

（

5
2
7
3）

4
2
6

5、
牛
込
・
新
宿
・
戸
塚
・
四
谷
の
各
警
察

署
交
通
総
務
係
へ
。

国
民
生
活
基
礎
調
査
に
ご
協
力
を

　
生
活
の
基
礎
的
事
項
を
施
策
の
資
料

と
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
が
毎
年
実

施
し
て
い
ま
す
。今
年
は
、
区
内
で
は

7

地
区
・
約

260世
帯
が
対
象
で
す
。

身
分
証
を
携
帯
し
た
調
査
員
が

4月

中
旬
か
ら
訪
問
し
て
調
査
票
を
配
布

し
、後
日
回
収
に
伺
い
ま
す
。

【
調
査
事
項
】

6月
4日


時
点
で
の
世

帯
の
状
況
（
保
健
・
医
療
・
福
祉
・
年
金
・

所
得
等
）

【
問
合
せ
】
健
康
推
進
課
健
康
企
画
係

（
第

2分
庁
舎
分
館

1階
）

（

5
2
7

3）

3
0
2
4へ

。

ゴ
ー
ヤ
と
ア
サ
ガ
オ
の
種
を

お
配
り
し
ま
す

　
つ
る
性
の
植
物
を
窓
の
外
に
は
わ
せ

て
「
み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン
」
を
作
っ
て
み

ま
せ
ん
か
。

【
配
布
場
所
】
環
境
対
策
課
、
特
別
出
張

所
、環
境
学
習
情
報
セ
ン
タ
ー
（
西
新
宿

2―

11―

4、
新
宿
中
央
公
園
内
）、
新

宿
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
セ
ン
タ
ー
（
高
田

馬
場

4―

10―

2）

【
問
合
せ
】
環
境
対
策
課
環
境
計
画
係

（
本
庁
舎

7階
）

（

5
2
7
3）

3
7
6

3へ
。
無
く
な
り
次
第
、
配
布
を
終
了
し

ま
す
。

高
卒
認
定
試
験
受
験

サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
高
卒
資
格
が
な
い
た
め
に
進
学
や
就

職
が
難
し
い
方
の
資
格
取
得
を
支
援
し

ま
す
。

【
日
時
・
科
目
】

5月

9日
～

7月

25日

の
土
曜
日
、
▼
英
語
・
国
語
・
社
会
…
午

後

1時

30分
～

3時

30分
、
▼
数
学
・
理

科
…
午
後

4時
～

6時

【
対
象
】
区
内
在
住
の

15歳
（
義
務
教
育

修
了
後
）～
お
お
む
ね

39歳
で
就
業
し
て

い
な
い
方
、

10名（
講
師（

N
P
O法

人
キ

ズ
キ
）に
よ
る
面
接
選
考
が
あ
り
ま
す
）

【
会
場
・
申
込
み
】

4月

24日

ま
で
に

電
話
で
新
宿
区
勤
労
者
・
仕
事
支
援
セ

ン
タ
ー
若
年
者
就
労
支
援
室
「
あ
ん
だ

ん
て
」（
新
宿

7―

3―

29、
新
宿
こ
こ
・

か
ら
広
場
し
ご
と
棟
）

（

3
2
0
0）

3
3
1
1へ

。

リ
サ
イ
ク
ル
講
座

①
眠
っ
て
い
る
木
綿
地
か
ら

　
エ
プ
ロ
ン
ド
レ
ス
作
り

【
日
時
】

5月

16日

午
後

1時
～

4時

【
内
容
】
普
段
着
と
し
て
も
使
え
る
エ
プ

ロ
ン
ド
レ
ス
作
り

【
持
ち
物
】
木
綿
地
（
中
厚
）

250㎝
、

30㎝

の
フ
ァ
ス
ナ
ー
ほ
か

②
裂
き
布
か
ら
ぞ
う
り
作
り

【
日
時
】

5月

27日

午
前

10時
～
午
後

4時

【
持
ち
物
】
木
綿
の
古
布
（
シ
ー
ツ
・
布
団

カ
バ
ー
・
布
団
の
布
・
浴
衣
等
を
裂
い
た

も
の

5
cm程

度
×

100～

150
cm（

1本
は

必
ず

150
cm必

要
）
を

20本
程
度
）、
レ
ジ

ャ
ー
シ
ー
ト
な
ど
の
敷
物
ほ
か

…
…
…
〈
以
下
共
通
〉
…
…
…

【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、
①
は

15

名
・
②
は

20名

【
費
用
】①
は

200円
、②
は

300円（
資
料
代
等
）

【
共
催
】新
宿
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
の
会

【
会
場
・
申
込
み
】
往
復
は
が
き
に

4面

記
載
例
の
ほ
か
希
望
講
座
（
①
②
の
別
）

を
記
入
し
、
①
は

5月

1日
・
②
は

5月

12日
（
必
着
）ま
で
に
新
宿
リ
サ
イ
ク
ル

活
動
セ
ン
タ
ー
（
〒

1
6
9・

0
0
7
5

高
田
馬
場

4―

10―

2）

（

5
3
3

0）

5
3
7
4（

月
曜
日
休
館
。
月
曜
日

が
祝
日
等
の
時
は
翌
日
休
館
）
へ
。
応
募

者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

都
市
計
画
決
定
の
縦
覧


東
京
都
市
計
画
「
都
市
再
開
発
の
方
針
」

　
「
住
宅
市
街
地
の
開
発
整
備
の
方
針
」

　
東
京
都
で
都
市
計
画
決
定
し
、

3月

6日
付
け
で
告
示
さ
れ
ま
し
た
。
関
係

図
書
を
縦
覧
し
ま
す
。

【
縦
覧
場
所
・
問
合
せ
】
東
京
都
都
市
整

備
局
都
市
計
画
課
（
都
庁
第
二
本
庁
舎

21階
北
側
）

（

5
3
8
8）

3
2
2
5、

区
都
市
計
画
課
都
市
計
画
係
（
本
庁
舎

8階
）

（

5
2
7
3）

3
5
2
7へ

。

①講座・催し名

②〒・住所

③氏名（ふりがな）

④電話番号

（往復はがきには、

返信用にも住所・

氏名）

講座・

催し等の

申し込み

※あて先は各記事の

申し込み先へ。

※費用の記載のない

ものは、原則無料。

はがき・ファックスの記載例

国
保

温
泉

セ
ン

タ
ー

の
利

用
割

引

　
次
の
施
設
の
割
引
利
用
券
を
医
療
保
険

年
金
課
・
特
別
出
張
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

①
檜
原
温
泉
セ
ン
タ
ー
数
馬
の
湯

【
所
在
地
】
檜
原
村

2
4
3
0

【
利
用
料
金
】
大
人

450円
・
小
学
生

210円

②
奥
多
摩
温
泉
も
え
ぎ
の
湯

【
所
在
地
】
奥
多
摩
町
氷
川

119―

1

【
利
用
料
金
】
大
人

400円
・
小
学
生

200円

③
秋
川
渓
谷
瀬
音
の
湯

【
所
在
地
】あ
き
る
野
市
乙
津

565

【
利
用
料
金
】
大
人

600円
・
小
学
生

200円

④
生
涯
青
春
の
湯
つ
る
つ
る
温
泉

【
所
在
地
】日
の
出
町
大
久
野

4
7
1
8

【
利
用
料
金
】
大
人

620円
・
小
学
生

210円

※
①
②
は
、
別
途
入
湯
税
が
必
要
で
す
。

保
養

施
設

を
開

設
し

て
い

ま
す

　
区
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
の
健
康
増
進
な
ど
に
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。

▼
保
養
施
設

　
全
国
の
「
か
ん
ぽ
の
宿
」
を
利
用
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
、
医
療
保
険
年
金
課
・
特

別
出
張
所
で
配
布
の
「
国
民
健
康
保
険
保

養
施
設
の
ご
案
内
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
夏
季
保
養
施
設

　
区
が
契
約
す
る
旅
行
会
社
が
提
携
す

る
宿
泊
施
設
を
利
用
す
る
場
合
、
宿
泊
料

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。詳
し
く
は
、「
広
報

し
ん
じ
ゅ
く
」な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
庶
務
係
（
本

庁
舎

4階
）
（

5
2
7
3）

4
0
7
8へ

。

ジェネリック医薬品（後発医薬品）を

利用してみませんか

資
格
の
取
得
・
喪
失
の

届
出
は

14日
以
内
に


や
む
を
得
ず
遅
れ
た
場
合
で
も

　
必
ず
届
出
を

　
医
療
保
険
制
度
で
は
、
誰
も
が
必

ず
公
的
な
健
康
保
険
に
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
退
職
等
で
勤
務

先
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と
き
や
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
た
方

が
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
変
わ
っ
た

と
き
は
、
届
出
が
必
要
で
す
（
自
動
的

に
は
切
り
替
わ
り
ま
せ
ん
）。

　
国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
、「
加
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
」
か
ら
発

生
し
ま
す
。
加
入
の
手
続
き
が
遅
れ

た
場
合
で
も
、
保
険
料
は
さ
か
の
ぼ

っ
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

会
社
等
法
人
の
事
業
所
に
勤
務
す

る
方
は
、
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加

入
し
ま
す
。
勤
務
先
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

届
出
は
医
療
保
険
年
金
課
・

特
別
出
張
所
へ

▼
勤
務
先
の
健
康
保
険
等
を
や
め
て

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
き
は

　
資
格
喪
失
証
明
書
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
（
扶
養
家
族
が
い
な
い
と
き
は

退
職
証
明
書
で
も
代
用
可
）
。

▼
新
た
に
勤
務
先
の

　
健
康
保
険
に
加
入
し

　
国
民
健
康
保
険
を
や
め
る
と
き
は

　
国
民
健
康
保
険
証
と
、
勤
務
先
の

新
し
い
保
険
証
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
郵
送
で
も
手
続
き
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
案
内
し
て
い

ま
す
。

※
代
理
人
が
加
入
の
届
出
を
す
る
場

合
は
、
委
任
状
と
代
理
人
の
本
人
確

認
が
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許
証
・
パ

ス
ポ
ー
ト
・
写
真
付
き
の
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
等
）
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

★

27年
度
の
住
民
税
の

申
告
を

　
保
険
料
の
算
定
基
礎
額
は
、
住
民

税
の
課
税
内
容
に
基
づ
い
て
計
算
し

て
い
ま
す
。

27年

1月

1日
に
住
民

登
録
の
あ
っ
た
区
市
町
村
で
、
住
民

税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
を
し
た
方
は
、
住
民
税

の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

【均等割額】
33,900円

×世帯の加入者数

＋

【所得割額】　　　　
世帯加入者全員の　

27年度の算定基礎額

× 100分の6.45

＋

【均等割額】
10,800円

×世帯の加入者数

＋

【所得割額】
世帯加入者全員の　

27年度の算定基礎額

× 100分の1.98

＋

【均等割額】
14,700円

×世帯の加入者のうち40歳

以上65歳未満の方の人数

＋

【所得割額】 　　　　　
世帯の加入者のうち40歳

以上65歳未満の方の27年

度の算定基礎額

× 100分の1.40

=

年
間
保
険
料

幼幼児児ササーーククルル

　
区
教
育
委
員
会
が
平
成

24年
度
に
取
り
ま
と
め
た
「
区
立
幼
稚
園
の
あ

り
方
の
見
直
し
方
針
（
案
）」
で
は
、
適
正
な
園
児
数
を
確
保
す
る
た
め
に
、

区
立
幼
稚
園

4園
を
廃
止
す
る
こ
と
を
盛
り
込
ん
で
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
人
口
推
計
や
「
新
宿
区
次
世
代
育
成
支
援
に
関
す
る

調
査
」
の
結
果
等
か
ら
、
幼
児
人
口
の
今
後
の
傾
向
や
「

3歳
児
保
育
」「
預

か
り
保
育
」へ
の
ニ
ー
ズ
が
高
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

区
で
は
、
こ
う
し
た
区
立
幼
稚
園
へ
の
需
要
を
踏
ま
え
、
再
度
、
区
立
幼

稚
園
の
あ
り
方
を
見
直
し
、「
区
立
幼
稚
園
の
あ
り
方
の
見
直
し
方
針
（
素

案
）」を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

　
素
案
の
全
文
は
学
校
運
営
課
、
広
聴
担
当
課
（
本
庁
舎

3階
）、
区
政
情
報

セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎

1階
）、
区
立
幼
稚
園
、
区
立
図
書
館
、
子
ど
も
総
合
セ

ン
タ
ー
、
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
私
立
幼
稚
園
で
閲
覧
で
き
る
ほ

か
、新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

【
問
合
せ
】
学

校
運

営
課
保
健
給

食
・
幼

稚
園
係
（
〒

1
6
0・

8
4
8
4歌

舞
伎
町

1―

5―

1、
第

1分
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

3
1
0
3・


（

5
2
7
3）

3
5
8
0へ

。
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★ 自転車を盗まれる被害が急増！ 　路上駐輪や無施錠の自転車が狙われています　 買い物など短時間でも路上に放置せず 確実に施錠しましょう ★

平成27年度～29年度の介護保険料を決定しました

区民のひろば
費用・申し込み・問い合わせ

　主催者に内容を確認の上、ご参加ください。

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）（5273）

4064へ。

★ サークル紹介・会員募集 ★

カラオケ　毎月第1・第3火曜日午後1時

～3時、西新宿1丁目で。入会金1,000円・

1回2,500円。生き生き会（3373）7260

目標（対象）
24年
1月末
基準値

25年
1月末

26年
1月末

27年
1月末
現在値

28年
1月末
目標値

区立図書館の子どもの延

べ利用人数の増加

（区内在住の子ども対象）

小学生以下 95,796人 98,006人 98,102人 95,073人 102,000人

中学生 12,666人 12,595人 13,083人 13,453人 14,000人

合計 108,462人 110,601人 111,185人 108,526人 116,000人

区立図書館の団体貸出冊数の増加
（区内の公立と私立の保育園・幼稚園・
子ども園・児童館・小学校・中学校等）

42,744冊 46,409冊 49,781冊 54,704冊 50,000冊

区立小・中学校の児童・生
徒の不読者率（1か月間に
本を1冊も読んでいない
児童・生徒の割合）の減少

小学生 9.9％ 10.1％ 6.4％ 2.8％ 5％以下

中学生 23.8％ 19.1％ 12.8％ 7.2％ 20％以下

1か月間に学校図書館で
本を読んだり借りたりし
た児童・生徒の割合の増加
（授業で学校図書館を使
った場合を除く）

小学生 75.0％ 61.3％ 67.8％ 67.1％ 85％

中学生 27.0％ 24.3％ 29.1％ 28.9％ 40％

読書が好きな児童・生徒
の割合の増加

小学生 86.0％ 83.4％ 85.3％ 85.3％ 95％

中学生 77.0％ 73.7％ 74.8％ 71.8％ 85％
　
区
で
は
、
区
民
や
事
業
者
か
ら
の
寄

付
金
を
積
み
立
て
て
協
働
推
進
基
金

を
運
営
し
、
区
内
で
活
躍
す
る

N
P
O

に
活
動
資
金
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
協
働
事
業
提
案
制
度
と
し
て
、

N

P
O等

の
専
門
性
や
柔
軟
性
を
生
か

し
た
事
業
提
案
を
公
募
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
事
業
を
取
材
し
、
区
民
の

皆
さ
ん
の
視
点
で
紹
介
す
る
冊
子
「
新

宿

N
P
O」「

L
e
t
s新
宿
協
働
」
を

作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
講
座
で
取
材
、

編
集
の
基
礎
な
ど
を
学
ん
だ
後
、
区
と

協
働
で
冊
子
を
編
集
し
ま
す
。
講
座
の

み
の
参
加
も
で
き
ま
す
。

①
情
報
誌
の
作
り
方
講
座

【
日
時
・
内
容
】
▼

5月

13日

…
取
材

の
仕
方
、
文
章
の
書
き
方
、
▼

5月

20

日

…
企
画
の
立
て
方
、
魅
せ
る
紙
面

の
作
り
方
、
▼

5月

27日

…
紙
面
を

企
画
し
よ
う
、
企
画
に
沿
っ
て
取
材
を

し
よ
う
、
▼

6月

3日

…
情
報
誌
を

作
っ
て
み
よ
う
、
い
ず
れ
も
午
前

9時

30分
～

11時

30分
。
全

4回

【
対
象
】

18歳
以
上
で
原
則
と
し
て
全

回
出
席
で
き
る
方
、

20名
程
度

②
編
集
委
員
会

　

6月
～

28年

1月
に

10回
程
度
開

催
し
ま
す
（
取
材
等
の
交
通
費
は
各
自

負
担
）
。

【
対
象
】
①
の
講
座
を
修
了
し
、
原
則
と

し
て
全
回
出
席
で
き
る
方
、

10名
程
度

…
…
…
〈
以
下
共
通
〉
…
…
…

【
会
場
】
新
宿

N
P
O協

働
推
進
セ
ン

タ
ー
（
高
田
馬
場

4―

36―

12）

【
講
師
】
石
井
栄
子
（
編
集
プ
ロ
ダ
ク
シ

ョ
ン
い
し
ぷ
ろ
代
表
）

【
申
込
み
】
電
話
か
は
が
き
・
フ
ァ
ッ
ク

ス
（
４
面
記
載
例
の
ほ
か
希
望
の
内
容

（
①
②
の
別
・
両
方
も
可
）
を
記
入
）
で
、

5月

1日
（
必
着
）
ま
で
に
地
域
調
整

課
管
理
係
（
〒

1
6
0・

8
4
8
4歌

舞
伎
町

1―

4―

1、
本
庁
舎

1階
）


（

5
2
7
3）

3
8
7
2・


（

3
2

0
9）

7
4
5
5へ

。
応
募
者
多
数
の

場
合
は
抽
選
（
①
の
講
座
は
②
の
編
集

委
員
を
希
望
す
る
方
を
優
先
）
。

※
託
児
が
あ
り
ま
す
（
各
日

1名
）
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

協働事業の紹介冊子を

一緒につくりませんか
編集委員を
募集

　計画では、子どもの読書活動について目標値を定めています(計画期間／平成24

年度～27年度)。26年度の目標達成状況は下表のとおりです。今後も、すべての目標

値の達成に向けて、取り組みを続けていきます。

【問合せ】こども図書館(大久保3―1―1、旧戸山中学校)（3364）1421へ。

第3次子ども読書活動推進計画の達成状況

子
ど
も
読
書
の
日
・

こ
ど
も
の
読
書
週
間

　
４
月

23日

は
「
子
ど
も
読

書
の
日
」
、
４
月

23日

～
５

月

12日

は
「
こ
ど
も
の
読
書

週
間
」
で
す
。
各
区
立
図
書
館

で
は
期
間
中
、
イ
ベ
ン
ト
を
多

数
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
お
出
か

け
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
こ
ど
も
図
書
館


（
３
３
６
４
）
１
４
２
１
へ
。

子
ど
も
映
画
会

　

こ
ど
も
図
書
館

【
日
時
】
４
月

26日

午
後
２

時
～
２
時

30分

【
対
象
】
中
学
生
ま
で
、

40名

（
保
護
者
同
伴
も
可
）

【
上
映
作
品
】「
ま
め
う
し
の
お

と
う
さ
ん
」「
ま
め
う
し
の
お

か
あ
さ
ん
」
ほ
か

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、

こ
ど
も
図
書
館
（
大
久
保
３
―

１
―
１
、
旧
戸
山
中
学
校
）


（
３
３
６
４
）
１
４
２
１
へ
。

先
着
順
。

　

大
久
保
図
書
館

【
日
時
】
４
月

29日

午
後
２

時

30分
～
３
時

30分

【
対
象
】
小
学
生
ま
で
、

100名

（
保
護
者
同
伴
も
可
）

【
上
映
作
品
】「
ア
ラ
ジ
ン
と
魔

法
の
ラ
ン
プ
」「
ち
き
ゅ
う
た

ん
じ
ょ
う
」

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、

大
久
保
地
域
セ
ン
タ
ー
（
大
久

保
２
―

12―
７
）
へ
。
先
着
順
。

【
問
合
せ
】
大
久
保
図
書
館


(

3
2
0
9)

3
8
1
2へ

。

製
本
工
作
会

「
革
の
ノ
ー
ト
を
つ
く
ろ
う
」

【
日
時
】
５
月

14日

午
後
１

時

30分
～
４
時

30分

【
会
場
】
北
新
宿
生
涯
学
習
館

（
北
新
宿
３
―

20―
２
）

【
対
象
】
中
学
生
以
上
、

10名

【
内
容
】
革
の
表
紙
を
つ
け
た

ノ
ー
ト
（

15
cm×

11
cm、

60ペ

ー
ジ
）
を
制
作
（
講
師
は
津
村

明
子
・
ル
リ
ユ
ー
ル
東
京
製

本
倶
楽
部
）

【
申
込
み
】
事
前
に
電
話
ま
た

は
直
接
、
北
新
宿
図
書
館
（
北

新
宿
３
―

20―
２
）

（
３
３

６
５
）
４
７
５
５
へ
。
先
着
順
。

図図
書書
館館
のの
催催
しし

　
区
内
在
住
の

50歳
以
上
が
対
象

で
す
。

信
濃
町
シ
ニ
ア
活
動
館

①
ハ
ッ
ピ
ー
ル
ー
ム

【
日
時
・
定
員
】
４
月

24日

午
後

1

時

30分
～
４
時
（

20名
）

【
内
容
】
折
り
紙
、
ぬ
り
絵
、
脳
ト
レ
、

囲
碁
、
将
棋
ほ
か

②
太
極
拳
入
門

【
日
時
・
定
員
】
５
月
９
日
～
６
月

27

日
の
土
曜
日
、
午
前

10時
～

12時
、

全
８
回
（

15名
）

【
内
容
】
初
心
者
向
け
太
極
拳
の
講

義
と
体
験

③
み
ん
な
の
う
た
ご
え
広
場

【
日
時
・
定
員
】
５
月

10日

午
後
２

時
～
４
時
（

40名
）

【
内
容
】
ギ
タ
ー
の
伴
奏
で
合
唱

④
手
作
り
吹
き
矢
広
場

【
日
時
・
定
員
】
５
月

20日

午
前

10

時
～

11時

30分
（

15名
）

【
内
容
】
吹
き
矢
の
作
成
と
体
験

【
費
用
】

400円
（
材
料
費
。
初
め
て
参

加
の
方
の
み
）

⑤
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
楽
し
も
う

【
日
時
・
定
員
】
５
月

21日

・

28日


午
前

10時
～

12時
、
全
２
回
（
５

名
）

【
内
容
】マ
ウ
ス
操
作
だ
け
の
初
心
者

向
け
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
い
方

【
会
場
・
申
込
み
】
▼
①
③
④
は
当
日

直
接
、
信
濃
町
シ
ニ
ア
活
動
館
（
信

濃
町

20）

（
５
３
６
９
）
６
７
３
７

へ
。
▼
②
⑤
は
事
前
に
電
話
ま
た
は

直
接
、
同
館
へ
。
い
ず
れ
も
先
着
順
。

西
新
宿
シ
ニ
ア
活
動
館

　
①
は
区
内
在
住
の
方
、

70名
が
対

象
で
す
。

①
ス
プ
リ
ン
グ
・
ジ
ャ
ズ
ラ
イ
ブ

!

【
日
時
】
４
月

25日

午
後
２
時
～

３
時
（
午
後
１
時

30分
開
場
）

【
内
容
】
区
内
を
中
心
に
活
動
し
て

い
る
デ
ュ
ー
ク
グ
リ
ー
ン
サ
ウ
ン

ド
の
生
演
奏

②
今
日
か
ら
は
じ
め
る
終
活
講
座

　
～
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
編

【
日
時
・
定
員
】
５
月
７
日

午
後
２

時
～
４
時
（

30名
）

【
内
容
】
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
の

書
き
方
（
講
師
は
櫻
井
清
一
・
一
般

財
団
法
人
マ
イ
ウ
エ
イ
協
会
）

③
伝
統
文
化
講
座

　
～
歌
舞
伎
の
世
界
を
楽
し
む

【
日
時
・
定
員
】

5月

8日

午
後

2

時
～

3時

30分
（

30名
）

【
内
容
】
歌
舞
伎
の
歴
史
、
成
り
立

ち
、
演
目
を
解
説
（
講
師
は
立
花

志
十
郎
・

N
P
O法

人
伝
統
文
化
み

ら
い
塾
）

④
正
し
い
姿
勢
で
元
気
に
歩
く
！

　
健
康
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
レ
ッ
ス
ン

【
日
時
・
定
員
】
５
月

11日
・

25日
、
６

月
８
日
・

22日
の
月
曜
日
午
前

10時

30分
～

11時

30分
、
全
４
回
（

20名
）

【
内
容
】
正
し
い
姿
勢
で
歩
く
ト
レ

ー
ニ
ン
グ

【
会
場
・
申
込
み
】
▼
①
は
当
日
直

接
、
西
新
宿
シ
ニ
ア
活
動
館
（
西
新

宿
４
―

8―

35）

（

3
3
7
7）

9

3
8
0へ

。
先
着
順
。
▼
②
③
④
は

4月

29日

ま
で
に
電
話
ま
た
は

直
接
、
同
館
へ
。
応
募
者
多
数
の
場

合
は
抽
選
。

戸
山
シ
ニ
ア
活
動
館


戸
山
シ
ニ
ア
大
学
「
戦
後

70年
、

　
文
学
者
と
戦
争
体
験
」

【
日
時
・
定
員
】

5月

10日

午
後

2

時
～

3時

30分
（

40名
）

【
内
容
】
大
岡
昇
平
、
太
宰
治
、
坂
口

安
吾
の
戦
中
・
戦
後
の
体
験
を
、
小

説
を
通
じ
て
解
説
（
講
師
は
立
石
伯
・

法
政
大
学
名
誉
教
授
）

【
会
場
・
申
込
み
】
事
前
に
電
話
ま
た

は
直
接
、
戸
山
シ
ニ
ア
活
動
館
（
戸

山

2―

27―

2）

（

3
2
0４

）

2

４

2
2へ

。
先
着
順
。

シシ
ニニ
アア
活活

動動
館館
のの
催催
しし

講
習
会

「
母
の
日
の
花
の
ア
レ
ン
ジ
」

【
日
時
】

5月

2日

午
後

1時

30分
～

4時

【
内
容
】
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ

ー
と
ア
ー
テ
ィ
フ
ィ
シ
ャ
ル
フ

ラ
ワ
ー
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
。
作

品
は
持
ち
帰
り

【
費
用
】
千

800円
（
材
料
費
）

【
会
場
・
申
込
み
】
事
前
に
費
用
を

お
持
ち
の
上
、
四
谷
地
域
セ
ン
タ

ー
（
内
藤
町

87）

（

3
3
5
1）

3
3
1
4へ

。
先
着

15名
。

基
礎
か
ら
学
ぶ

寄
せ
植
え
講
座

　

母
の
日
に
贈
る
寄
せ
植
え

【
日
時
】

5月

6日

午
前

10時
～

12時
・
午
後

1時

30分
～

3時

30分

【
対
象
】
小
学
生
以
上
、
各
回

20名

（
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
）

【
内
容
】
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
中

心
と
し
た
寄
せ
植
え
（
講
師
は

星
野
学
／
テ
ク
ノ
・
ホ
ル
テ
ィ
園

芸
専
門
学
校
講
師
）

【
費
用
】

2千

500円
（
材
料
費
）

【
会
場
・
申
込
み
】
往
復
は
が
き
に

４
面
記
載
例
の
ほ
か
希
望
時
間

（
午
前
・
午
後
の
別
）
、
小
学
生
は

同
伴
の
保
護
者
名
を
記
入
し
、
環

境
学
習
情
報
セ
ン
タ
ー
（
〒

1
6

0・

0
0
2
3西

新
宿

2―

11―

4、
新
宿
中
央
公
園
内
）

（

3
3

4
8）

6
2
7
7へ

。先
着
順
。

四
谷
の
ま
ち
歩
き

　

四
谷
の
今
と
昔

【
日
時
】

5月

9日

午
前

10時

に

J
R四

ツ
谷
駅
ア
ト
レ

1階

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
付
近
に
集
合

【
内
容
】
江
戸
時
代
の
甲
州
街
道

を
し
の
び
な
が
ら
新
宿
通
り
（
四

谷
大
通
り
）
を
歩
き
、
新
宿
歴
史

博
物
館
へ
（
入
館
料

300円
は
各
自

負
担
）
。
終
了
後
、
四
谷
の
銘
菓
で

茶
話
会
を
実
施
（
当
日
申
込
み
、

200円
程
度
）

【
申
込
み
】
電
話
で

4月

28日


ま
で
に
四
谷
地
区
協
議
会
事
務

局
（
四
谷
特
別
出
張
所
内
）

（

3

3
5
4）

6
1
7
1へ

。
先
着

30

名
。初
め
て
参
加
す
る
方
に
は
「
四

谷
ま
ち
歩
き
手
帖
」
を
差
し
上
げ

ま
す
。

大
久
保
地
域
セ
ン
タ
ー

五
月
ま
つ
り

【
日
時
】

5月

16日

午
前

10時

～
午
後

3時

30分

【
内
容
】作
品
展
示
、レ
ス
ト
ラ
ン
、

模
擬
店
、お
も
ち
ゃ
の
修
理
ほ
か
（
午

前
は
キ
ッ
ズ
ス
テ
ー
ジ（
合
唱
・
演

奏
・
ダ
ン
ス
）、午
後
は
縁
日
ひ
ろ
ば

（
射
的
・
輪
投
げ
ほ
か
）
、
お
茶
会
）


中
学
生
の
実
行
委
員
を
募
集

【
対
象
】
区
内
在
住
の
中
学
生
で
、

ま
つ
り
の
企
画
と
運
営
、
数
回
の

事
前
打
ち
合
わ
せ
（
初
回
は

4月

19日

）
に
参
加
で
き
る
方

【
会
場
・
問
合
せ
】
大
久
保
地
域
セ

ン
タ
ー
（
大
久
保

2―

12―

7）


（

3
2
0
9）

3
9
6
1へ

。

,
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新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は  03（3209）1111、新宿区ホームページは  http://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

区のサービス・手続き・施設のご案内は ★しんじゅくコール★

03（3209）9999 　　　 03（3209）9900午前8時～午後10時

5 月 の 各 種 相 談 ※複雑な相談内容には

　 資料をお持ちください

く
ら
し
・
法
律

相談名 実施日 実施時間 相談場所 問合せ

区民相談
月～金曜日
（祝日等除く）

8:30～17:00
本庁舎1階
区民相談コーナー

区政情報センター
（5273）4585

法律相談
交通事故相談

水・木曜日
（祝日等除く）

13:00～15:30
（電話予約）

第1分庁舎2階
区民相談室 広聴担当課広聴係

（5273）4065
行政相談 1・15 13:00～16:00 本庁舎1階ロビー

人権・身の上相談 1・15 13:00～16:00 第1分庁舎2階
区民相談室

総務課総務係
（5273）3505公益通報相談 28 14:00～16:00

悩みごと相談室

月曜日
（祝日等除く）

10:00
～

16:00

第1分庁舎2階区民相談室
電話相談（5273）3646 男女共同参画

課・面接相談
（電話予約）
（3341）

0801

月～土曜日
（祝日等除く）

男女共同参画推進センター（ウィズ新宿）
（荒木町16）電話相談（3353）2000
※男性相談員による電話相談（土曜日午
後1時～4時）（3341）0905

女性相談
月～金曜日
（祝日等除く）

8:30～17:00
生活福祉課相談支援係（第2分庁舎1階）

（5273）3884

消費生活相談
月～金曜日
（祝日等除く）

電話…9:00～17:00
来所…9:00～16:30

新宿消費生活センター（第2分庁舎3階）
（5273）3830

多重債務特別相談 26
13:00～16:00
（電話予約）

第1分庁舎2階
区民相談室

新宿消費生活センター
（5273）3830

仕事と家計に
関する相談

月～金曜日
（祝日等除く）

8:30～17:00 第2分庁舎3階
生活支援相談窓口
（5273）3853

就労支援総合相談・
若者就労支援室
「あんだんて」

月～金曜日
（祝日等除く）

8:30～17:00
新宿区勤労者・仕事支援センター
（新宿7-3-29、新宿ここ・から広場内）
（3200）3311

商工相談
月～金曜日
（祝日等除く）

9:00～16:00
（電話予約）

BIZ新宿4階
（西新宿6-8-2）

産業振興課産業振興係
（3344）0702

図書館での

ビジネス情報

支援相談会

16
13:00～17:00
（申込書で予約）

中央図書館（大久保3-1-1）
（3364）1421

20
16:00～20:00
（申込書で予約）

角筈図書館（西新宿4-33-7）
（5371）0010

税務相談 12・19
13:30～16:00
（電話予約）

第1分庁舎2階
区民相談室

税務課税務係
（5273）4135

外国人相談

英語（5272）5060・中国語（5272）5070・韓国語（5272）5080
【実施日時】月～金曜日（祝日等を除く）9:30～12:00、13:00～17:00
【相談場所】本庁舎1階区民相談コーナー
英語・中国語・韓国語・タイ語・ミャンマー
語・ネパール語（日時は要問い合わせ）

しんじゅく多文化共生プラザ
（歌舞伎町2-44-1）（5291）5171

年金・労務等
無 料 相 談

8 13:00～16:00
区役所本庁舎
1階ロビー

主催・東京都社会保険労務士会新宿支部
（5363）5554

行 政 手 続
無 料 相 談

19 12:00～16:00
区役所本庁舎
1階ロビー

主催・東京都行政書士会新宿支部（5312）8123
※特別出張所での相談会も実施。日程はご確認を。

福
祉

相談名 実施日 実施時間 相談場所 問合せ

福祉サービスに
関する法律相談

18
14:00～16:00
（電話予約）

第1分庁舎2階
区民相談室

地域福祉課福祉計画係
（5273）3623

成年後見
権利擁護相談

月・水・金曜日
（祝日等除く）

13:00～16:00
（電話予約）

新宿区成年後見センター（高田馬場1-17-
20、区社会福祉協議会内）（5273）4522

障害者相談窓口

障害者福祉課（5273）4518・（3209）3441、保健予防課（5273）
3862、保健センター、★区立障害者福祉センター・（5292）7890、まど
（3200）9376、★ラバンス（3364）1644、ファロ（3350）4437、風
（3952）6014へ。★はピアカウンセリングも実施

子
ど
も
・
教
育

子どもと家庭の

総合相談

月～土曜日…8:30～19:00、
日曜日・祝日（電話相談のみ）…
8:30～17:00

子ども総合センター（新宿7-3-29）（3232）
0675 ※心身の発達への不安や障害に関す
る相談は（3232）0679へ。

月～土曜日
（祝日等除く）

信濃町（3357）6855・榎町（3269）7345・中落合（3952）
7752・北新宿（3362）4152の子ども家庭支援センターへ。
※土曜日は来所相談のみ。

地域子育て支援センター二葉・原町みゆき、ゆったりーの、各児童館へ。子ども家庭相談

家庭相談 月～金曜日
（祝日等除く）

13:00～17:00 子育て支援課育成支援係（本庁舎2階）
（5273）4558ひとり親相談 8:30～17:00

子育て電話相談
お近くの公立の保育園、子ども園へ。（保育園…火～金曜日13:00～15:00、
子ども園…月～金曜日9:00～17:00、いずれも祝日等除く）

教育相談
月～金曜日
（祝日等除く）

電話…9:00～17:00
来所…9:00～18:00
（電話予約）

教育センター（大久保3-1-2）
（3232）3071

電話相談（3232）2711

いじめの相談
月～金曜日…17:00～22:00、土・日曜日・
祝日等…12:00～22:00（電話相談のみ）

新宿子どもほっとライン
電話相談（5331）0099

住
宅
・
建
築

住み替え相談
不動産取引相談

1・8・
15・22

13:00～16:00
（電話予約）

第1分庁舎2階
区民相談室

住宅課居住支援係
（5273）3567

マンション管理相談 8・22
13:00～15:50
（電話予約）

住宅資金融資相談 1・15 13:00～15:15
（電話予約）

安全安心・建築
なんでも相談

13 13:30～16:00
落合第二地域センター
（中落合4-17-13）

建築指導課
（5273）3732

建築紛争相談
月～金曜日
（祝日等除く）

8:30～17:00 本庁舎8階
建築調整課
（5273）3544

マンション問題
無料なんでも相談

20 13:00～16:00
区役所本庁舎
1階ロビー

主催・新宿区マンション管理士会
（3361）6498

無料不動産相談所
(不動産取引相談)

13 13:00～16:00
区役所本庁舎
1階ロビー

主催・東京都宅地建物取引業協会新宿区支部
（3361）7171

リ フ ォ ー ム
無 料 相 談

27 13:00～16:00
区役所本庁舎
1階ロビー

主催・新宿区住宅リフォーム協議会
（3362）2161

不 動 産 登 記
無 料 相 談

12 13:00～16:00
区役所第1分庁舎
2階区民相談室

主催・東京司法書士会新宿支部（5464）5887
東京土地家屋調査士会新宿支部（3363）0588

法律テレフォンガイド
（5367）5290

月～金曜日（祝日等除く）
10:00～12:00、13:00～15:00

主催・弁護士会が運営する
法律相談センター

協
議
会
の

区
民
委
員
を
募
集

夏夏
休休

みみ
期期
間間

のの
利利
用用

抽抽
選選

ヴヴ
ィィ
レレ
ッッ
ジジ
女女
神神
湖湖

（（
長長
野野
県県
立立
科科
町町
））

【
利
用
期
間
】
南
（
区
民
）
棟
・
北

（
学
校
）
棟
と
も

7月

15日

～

8月

31日


【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
の
方
と

同
行
す
る
方

【
宿
泊
日
数
】

3泊

4日
以
内（

1

グ
ル
ー
プ

1日

5室
以
内
）

【
申
込
期
間
】

4月

15日

～

25

日
（
必
着
）

【
申
込
方
法
】受
付
窓
口
・
特
別
出

張
所
で
配
布
の
専
用
往
復
は
が

き
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。利

用
抽
選
申
込
書
欄
と
返
信
用
あ

て
先
を
記
入
し
、往
復
と
も
必
ず

切
手
を
貼
っ
て
く
だ
さ
い（
は
が

き
は

1グ
ル
ー
プ

1枚
。重
複
申

し
込
み
や
受
付
期
間
以
外
の
申

し
込
み
は
無
効
）。

【
抽
選
結
果
】
当
落
に
か
か
わ
ら

ず
通
知
し
ま
す
。

5月

7日

ま

で
に
届
か
な
い
場
合
は
、受
付
窓

口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
当
選
し
た
方
】

5月

14日

ま

で
に
受
付
窓
口
に
電
話
ま
た
は

直
接
、利
用
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。期
限
ま
で
に
申
請
が
な
い
場

合
は
、当
選
結
果（
予
約
）は
取
り

消
し
と
な
り
ま
す
の
で
、ご
注
意

く
だ
さ
い
。

※
抽
選
後
の
空
室
は
、通
常
ど
お

り「
利
用
希
望
日
の

2か
月
前
の

同
日
か
ら

2日
前
ま
で
」受
付
窓

口
で
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
区
の
担
当
課
】
教
育
支
援
課
教

育
活
動
支
援
係

（

3
2
3
2）

1
0
5
8


電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
の
申
し

　
込
み
は
で
き
な
く
な
り
ま
す

　
利
用
申
し
込
み
は
、こ
れ
ま
で

施
設
管
理
棟
の
窓
口
や
電
話
等

で
受
け
付
け
て
い
ま
し
た
が
、

6

月
利
用
分
（
抽
選
予
約
は

4月

25日

、
空
き
時
間
予
約
は

5

月

20日

）
か
ら
、
窓
口
の
ほ
か

新
宿
中
央
公
園
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（

h
ttp

:/
/
w
w
w
.p
a
rk
s.

p
rfj.o

r.jp
/
sh
in
ju
k
u
/）、
新

宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し

込
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
利
用
に
は
事
前
に
団
体
登
録

が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご

案
内
し
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
新
宿
中
央
公
園
フ
ッ

ト
サ
ル
施
設
管
理
棟
（
西
新
宿

2―

11）

（

5
3
2
1）

6
2
3

7・
（

5
3
2
1）

6
5
2
5へ
。

◎
利
用
申
し
込
み


抽
選
予
約
（
区
民
抽
選
予
約
）

【
申
込
期
間
】
利
用
日
の

2か
月

前
の

25日
～
利
用
日
の
前
月
の

9日（

6月
利
用
分
は

4月

25日

～

5月

9日
）

※
利
用
日
前
月
の

10日
に
抽
選

し
、結
果
は
前
月
の

15日
ま
で
に

郵
送
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。


空
き
時
間
予
約

　
空
き
時
間
の
状
況
は
、利
用
日

の
前
月
の

15日
か
ら
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

【
申
込
開
始
日
】

▼
区
民
優
先
予
約
…
利
用
日
の

前
月
の

20日

▼
全
団
体
予
約
…
利
用
日
の
前

月
の

28日

※
い
ず
れ
も
先
着
順
で
受
け
付
け

4月

25日
土
か

ら
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

で

利
用

申
し

込
み

が
で
き
ま

す

新新
宿宿
中中
央央
公公
園園
フフ
ッッ
トト
ササ
ルル
施施
設設

　
選
考
の
結
果
は
、
応
募
者
全
員
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
作
文
は
返
却
し
ま
せ

ん
が
、選
考
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

消
費
生
活
地
域
協
議
会

　
消
費
者
教
育
の
推
進
や
、
地
域
で
消

費
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
取
り

組
み
な
ど
に
つ
い
て
、
区
民
の
視
点
か

ら
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
す
。

【
対
象
】
区
内
在
住
で
申
し
込
み
時
に

20

歳
以
上
の
方
、

2名
（
区
の
ほ
か
の
審
議

会
等
の
委
員
を
除
く
）

【
任
期
】

7月
～

29年

6月（

2年
間
）

【
謝
礼
】
協
議
会
（
平
日
の
日
中
に
年

2

回
程
度
開
催
）
に
出
席
の
都
度
、

5千

円

【
申
込
み
】
原
稿
用
紙
に
「
新
宿
区
に
お

け
る
消
費
者
教
育
に
つ
い
て
」
を
テ
ー

マ
と
し
た
作
文
（

800字
程
度
）
と
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
・
年
齢
・
職
業
を
記
入

し
、

5月
15日


ま
で
に
新
宿
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
（
〒

1
6
0・

0
0
2
2

新
宿

5―

18―

21、
第

2分
庁
舎

3

階
）

（

5
2
7
3）

3
8
3
4へ

郵
送

（
必
着
）
ま
た
は
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

図
書
館
運
営
協
議
会

　
区
立
図
書
館
の
運
営
や
図
書
館
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
、
図
書
館
利
用
者
の
立

場
か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
す
。

【
対
象
】
区
内
在
住
の

20歳
以
上
で
、
区

立
図
書
館
に
利
用
登
録
が
あ
る
方
、

4

名（
年
齢
は

27年

4月

1日
現
在
）

【
任
期
】

6月
～

29年

3月

【
報
酬
】
協
議
会
（
平
日
の
日
中
に
年

4

回
程
度
。
初
回
は

6月
中
旬
～
下
旬
に

開
催
）に
出
席
の
都
度
、

8千
円

【
申
込
み
】
原
稿
用
紙
に
「
区
民
に
役
立

つ
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
」を
テ
ー

マ
と
し
た
作
文
（

800字
程
度
）
と
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
・
年
齢
・
職
業
を
記
入

し
、

5月

10日

ま
で
に
中
央
図
書
館

管
理
係
（
〒

1
6
9・

0
0
7
2大

久
保

3―

1―

1）

（

3
3
6
4）

1
4
2

1へ
郵
送
（
必
着
）
ま
た
は
午
前

9時
～

午
後

5時
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
（

4月

20日

・

27日

、

5月

7日

は
休

館
）。

リリフフォォーームム無無料料相相談談がが始始ままりりまますす
【日時】原則毎月第4水曜日午後1時～4時（4月は22日。8月・9月・12月は休み）
※日程は、広報しんじゅく15日号7面の各種相談（下表）でお知らせします。
【主催・問合せ】新宿区住宅リフォーム協議会（3362）2161へ。

（ ）

日
通
旅
行
㈱
新
宿
区
役
所
内
営
業
所
（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2

7
3）

3
8
8
1（

月
～
金
曜
日
（
祝
日
等
を
除
く
）
午
前

9時
～
午
後

5時
）
。
土
・
日
曜
日
、
祝
日
等
は

（

3
5
7
3）

8
3

5
0（

午
前

10時
～
午
後

6時
）
へ
。

在在
宅宅

でで
安安

心心
しし

てて
療療

養養
すす

るる
たた

めめ
にに

相相
談談
窓窓
口口
のの

ごご
利利
用用
をを

　
さ
ま
ざ
ま
な
医
療
処
置
が

必
要
で
も
、
自
宅
な
ど
の
住
み

慣
れ
た
生
活
の
場
で
安
心
し

て
在
宅
療
養
が
で
き
る
よ
う

支
援
し
て
い
ま
す
。
窓
口
で
の

相
談
を
ご
希
望
の
方
は
、
事
前

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。


在
宅
医
療
相
談
窓
口

　
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
（
介
護
支

援
専
門
員
）
の
資
格
を
持
つ
看

護
師
が
、
看
護
や
介
護
な
ど
在

宅
医
療

･療
養
に
関
す
る
相

談
に
お
応
え
し
ま
す
。

【
日
時
】
月
～
金
曜
日
午
前

9

時
～
午
後

5時
（
祝
日
、
年
末

年
始
を
除
く
）

【
電
話
相
談
・
窓
口
相
談
の
予
約
】

（

5
3
1
2）

9
9
2
5


が
ん
療
養
相
談
窓
口

　
が
ん
の
療
養
に
関
す
る
相

談
を
お
受
け
し
ま
す
。
が
ん
の

相
談
の
経
験
が
あ
る
看
護
師
・

保
健
師
な
ど
が
対
応
し
ま
す
。

【
日
時
】
原
則
と
し
て
毎
月
第

4土
曜
日
午
前

10時
～
午
後

2時
（

4月
は

25日
、

5月
は

23日
）。
日
程
は
「
広
報
し
ん
じ

ゅ
く
（

5日
号

7面
）」
な
ど
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
会
場
】
暮
ら
し
の
保
健
室
（
戸

山

2―

33、
戸
山
ハ
イ
ツ

33号

棟

125）

【
電
話
相
談
・
窓
口
相
談
の
予
約
】

（

3
2
0
5）

3
1
1
4

【
問
合
せ
】
健
康
推
進
課
在
宅

療
養
支
援
係
（
三
栄
町

25）


（

5
3
1
2）

9
9
2
5・

（

3
2
2
6）

2
2
3
7へ

。

【受付窓口】

個人情報を適正に取り扱います

×

○



新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。

平成27年（2015年）4月15日発行　第 2136号（8）

区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）、出席するイベントなどを

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています

古紙配合率70％白色度70％
再生紙を使用しています。

新宿の未来のために
新宿区ホームページ「区長の部屋」で

写真日誌も公開しています

応援します

44月月2266日日はは国国民民健健康康保保険険料料のの

休休日日相相談談もも実実施施ししまますす

取
り
扱
い
事
務

　
必
要
書
類
や
本
人
確
認
書
類
（
代
理
人

の
場
合
は
委
任
状
と
代
理
人
の
本
人
確
認
書

類
）
等
が
な
い
と
、
届
出
や
証
明
書
等
の
交
付

が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
必

ず
担
当
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
他
の
機
関
に
確
認
が
必
要
な
手
続
き
な
ど

は
、
取
り
扱
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
住
民
記
録

▼
転
入
・
転
出
・
転
居
・
世
帯
変
更
の
届
出
（
前
住

所
地
の
区
市
町
村
に
確
認
が
必
要
な
場
合
は

手
続
き
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
国
外

か
ら
の
転
入
は
取
り
扱
い
ま
せ
ん
）、
▼
外
国

人
住
民
の
住
居
地
届
（
在
留
カ
ー
ド
ま
た
は
特

別
永
住
者
証
明
書
（
在
留
カ
ー
ド
等
へ
切
り

替
え
る
前
の
方
は
外
国
人
登
録
証
明
書
）
が

必
要
）、
▼
住
民
票
の
写
し
、
住
民
票
記
載
事

項
証
明
書
の
交
付
（
請
求
で
き
る
の
は
、
ご
本

人
か
同
一
世
帯
の
家
族
の
み
。
広
域
交
付
住

民
票
の
写
し
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
）、
▼
不
在

住
証
明
書
の
交
付
、
▼
印
鑑
登
録
申
請
・
廃
止

の
届
出
、
▼
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
（
印
鑑

登
録
証
（
カ
ー
ド
）
が
必
要
）、
▼
自
動
交
付
機

の
利
用
登
録
申
請
、
▼
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
の
申
請
・
交
付
（
電
子
証
明
書
は
発
行
で
き

ま
せ
ん
）、 ▼
特
別
永
住
者
に
関
す
る
申
請
等

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
住
民
記
録
係
（
本
庁

舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3
6
0
1へ

。

◎
戸
籍

▼
戸
籍
届
書
の
預
か
り
（
届
書
の
内
容
確
認

等
は
翌
開
庁
日
に
行
い
ま
す
）
、
▼
火
葬
・
改

葬
許
可
証
、
区
民
葬
儀
券
の
交
付
、
▼
戸
籍
・

除
籍
・
改
製
原
戸
籍
謄
抄
本
、
戸
籍
・
除
籍
全

部
（
個
人
）
事
項
証
明
書
、
戸
籍
の
附
票
の
写

し
の
交
付
（
請
求
で
き
る
の
は
、
そ
の
戸
籍
に

記
載
さ
れ
て
い
る
方
と
そ
の
配
偶
者
、
直
系

血
族
（
関
係
が
確
認
で
き
る
書
類
が
必
要
）
の

み
）
、
▼
身
分
証
明
書
、
不
在
籍
証
明
書
の
交

付

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
戸
籍
係
（
本
庁
舎

1

階
）

（

5
2
7
3）

3
5
0
9へ

。

◎
国
民
健
康
保
険

▼
資
格
の
取
得
（
社
会
保
険
等
資
格
喪
失
証

明
書
が
必
要
。
扶
養
家
族
が
い
な
い
と
き
は

退
職
証
明
書
で
も
代
用
可
）、
▼
資
格
の
喪
失

（
職
場
の
健
康
保
険
証
が
必
要
）

※
外
国
人
の
方
は
、
在
留
カ
ー
ド
ま
た
は
特

別
永
住
者
証
明
書
（
在
留
カ
ー
ド
等
へ
切
り

替
え
る
前
の
方
は
外
国
人
登
録
証
明
書
）
と

パ
ス
ポ
ー
ト
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
国
保
資
格
係

（
本
庁
舎

4階
）
（

5
2
7
3）

4
1
4
6へ

。

◎
区
税

▼
納
税
・
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
の
交
付
（
申

告
等
に
よ
り
税
情
報
が
あ
る
方
の
み
）

【
問
合
せ
】
税
務
課
収
納
管
理
係
（
本
庁
舎

6

階
）

（

5
2
7
3）

4
1
3
9へ

。

第

4日
曜

日
の

区
役

所
本

庁
舎

窓
口

開
設

　
指
定
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が
な
い
場

合
は
、
差
し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
方

は
、
こ
の
機
会
に
相
談
に
お
い
で
く
だ
さ

い
。
同
時
に
納
付
も
受
け
付
け
ま
す
。

【
開
設
時
間
】
午
前

9時
～
午
後

4時

30分

【
開
設
場
所
・
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課

納
付
相
談
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7

3）

3
8
7
3・

4
5
3
0へ

。

※
国
保
料
催
告
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
電
話
で

納
付
確
認
の
ご
案
内
を
し
て
い
ま
す
。

※
火
曜
日
は
午
後

7時
ま
で
窓
口
を
延
長

し
、
相
談
・
納
付
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

【
開
設
場
所
】区
役
所
本
庁
舎

1階
（
国
民
健

康
保
険
・
区
税
証
明
は

1階
に
臨
時
窓
口
を

設
置
）

※
本
庁
舎

1階
の
出
入
口
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

【
開
設
時
間
】午
前

9時
～
午
後

5時

　投票日当日に投票所に行けない方は期日前投票ができま

す。区内の住所にかかわらず、いずれの期日前投票所でも投票

できます。

【日時】4月20日～25日午前8時30分～午

後8時

【期日前投票所設置場所】区役所第1分庁舎1

階ロビー・特別出張所(10か所)

【問合せ】区選挙管理委員会事務局（第1分庁舎

3階）(5273)3740・（5273）5230へ。

新新宿宿区区議議会会議議員員選選挙挙
44月月2266日日((日日))午午前前77時時～～午午後後88時時

　区政・歴史・文化・くらしの

現況を、カラー写真や統計デー

タで視覚的・総合的に紹介す

る冊子です（32ページ。英語・

中国語・韓国語訳付き）。

　資料編（8ページ）には、新宿

区のさまざまなデータをまと

めました（英語版、中国語簡体

字版・繁体字版、韓国語版も発

行）。

【配布場所】区政情報センター（本庁舎1階）・特別出張所

【問合せ】区政情報課広報係（本庁舎3階）（5273）4064へ。

グググググググググググググググググググググラララララララララララララララララララララフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区ををををををををををををををををををををを発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行
新宿区のPR冊子

住民票の写し・印鑑登録証明書

自動交付機を一部休止します
　システム作業のため、下表のとおり自動交付機を一部休止

します。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願

いします。

【問合せ】戸籍住民課住民記録係（本庁舎1階）（5273）3601・

（3209）1728へ。

5月
か
ら
の

日
曜
窓
口
開
設
日

　
毎
月
第

4日
曜
日
に
開
設
し

ま
す
。
取
り
扱
い
事
務
等
は
、
毎

月

15日
号
の
「
広
報
し
ん
じ
ゅ

く
」
で
ご
案
内
し
ま
す
。

▼

5月

24日
▼

6月

28日

▼

7月

26日
▼

8月

23日

▼

9月

27日
▼

10月

25日

▼

11月

22日
▼

12月

27日

▼

28年

1月

24日

▼

2月

28日
▼

3月

27日

4月は
26日

※本庁舎の自動交付機は、閉庁日のため休止しています。

も
の
づ
く
り
産
業
支
援

事
業
補
助
金


事
業
経
費
の
一
部
を
補
助

　
し
ま
す

　
区
内
で
「
も
の
づ
く
り
産
業
」

に
携
わ
る
中
小
企
業
・
団
体
等

の
新
製
品
・
新
技
術
開
発
事
業
、

国
内
外
の
販
路
開
拓
事
業
、
海

外
展
開
事
業
を
対
象
に
、
事
業

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

今
年
度
は

5件
を
募
集
し
ま

す
。
補
助
対
象
事
業
は
審
査
会

の
審
査
で
決
定
し
ま
す
。

【
補
助
金
額
】

1件
に
つ
き

100万

円
を
限
度
（
補
助
対
象
経
費
の

3分
の

2以
内
）

【
申
込
み
】
所
定
の
申
請
書
と
添

付
資
料
を
、

6月

12日

午
後

5時
ま
で

新
宿
も
の
づ
く
り
マ
イ
ス
タ
ー

「
技
の
名
匠
」
認
定
候
補
者
を

募
集

　
区
内
の
も
の
づ
く
り
産
業
の

振
興
を
目
的
に
、
他
の
模
範
と

な
る
方
を
「
新
宿
も
の
づ
く
り

マ
イ
ス
タ
ー
（
技
の
名
匠
）
」
に

認
定
し
て
い
ま
す
。

26年
度
は

湯
の
し
、
和
生
菓
子
製
造
、
和
食

調
理
、
内
装
木
質
・
ア
ル
ミ
建
材

等
補
修
の
各
分
野
で
活
躍
す
る

4名
を
認
定
し
ま
し
た
。

【
対
象
】
区
内
の
事
業
所
で
飲
食

業
、
サ
ー
ビ
ス
業
、
製
造
業
（
食

品
を
含
む
）
に

10年
以
上
従
事

し
、
優
れ
た
技
術
を
持
ち
、
後
進

の
指
導
に
取
り
組
ん
で
い
る
方

【
選
考
】
現
地
調
査
・
書
類
・
面
接

に
よ
り
認
定

【
申
込
み
】

6月

10日

ま
で

もも
のの
づづ
くく
りり
産産
業業
をを
応応
援援

　
区
内
商
店
街
の
現
況
を
的
確
に

把
握
し
て
課
題
な
ど
を
分
析
し
、
今

後
の
商
店
街
振
興
施
策
の
立
案
に

活
用
す
る
た
め
、
次
の

3つ
の
内
容

の
調
査
を
実
施
し
ま
す
。
い
ず
れ
も

4月
中
旬
以
降
、
調
査
票
を
発
送
し

ま
す
。
調
査
結
果
の
概
要
は
、
新
宿

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

【
対
象
・
内
容
】
▼
①
商
店
街
調
査
…

区
内

104商
店
会
の
商
店
会
役
員
、

▼
②
空
き
店
舗
オ
ー
ナ
ー
調
査
…

区
内
商
店
会
の
空
き
店
舗
の
オ
ー

ナ
ー
、
▼
③
消
費
者
動
向
調
査
…
住

民
基
本
台
帳
か
ら
無
作
為
抽
出
し

た

20歳
以
上
、

3千
名
（
無
記
名
式
）

※
①
②
は
、
調
査
票
の
到
着
確
認
等

に
つ
い
て
、
区
の
委
託
業
者
か
ら
連

絡
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「「
商商
店店
街街
のの
にに
ぎぎ
わわ
いい
創創
出出
にに
向向

けけ
たた
調調
査査
」」
にに
ごご
協協
力力
くく
だだ
ささ
いい

産
業
振
興
課
産
業
振
興
係
（
西

新
宿

6―

8―

2、

B
I
Z新

宿

4階
）

（

3
3
4
4）

0
7

0
1・


（

3
3
4
4）

0
2
2

1へ
。
新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

申込み・問合せ

新
宿
ビ
ジ
ネ
ス
交
流
会

　
さ
ま
ざ
ま
な
業
種
の
方
と

交
流
し
、
新
た
な
事
業
展
開

の
き
っ
か
け
と
し
て
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

【
日
時
】

6月

15日

午
後

2時
～

5時

【
会
場
】
区
立
産
業
会
館
（

B

I
Z新

宿
、
西
新
宿

6―

8―

2）

【
対
象
】
区
内
の
中
小
企
業
、

個
人
事
業
主
、

50社

【
内
容
】
▼
講
演
「

60秒
で
惹

き
つ
け
る
自
己
紹
介
・
名
刺

交
換
の
ツ
ボ
と
コ
ツ
」（
西
川

好
美
／
㈱
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ア

ラ
イ
ア
ン
ス
専
任
講
師
）、

▼
区
の
事
業
紹
介
と
企
業

支
援
事
業
の
探
し
方
、
▼
参

加
者
の
自
社
紹
介
（

1企
業

1分
）
、
▼
交
流
会
・
名
刺
交

換
会

【
共
催
】
東
京
商
工
会
議
所

新
宿
支
部

【
申
込
み
】

5月

8日

ま

で

中中
小小
企企
業業
・・
個個
人人
事事
業業
主主
をを
応応
援援

ビ
ジ
ネ
ス
ア
シ
ス
ト
新
宿

　
中
小
企
業
の
経
営
課
題
等
の
解

決
の
た
め
、
中
小
企
業
診
断
士
な

ど
多
数
の
公
的
な
資
格
を
も
っ
た

専
門
家
を
無
料
で
派
遣
し
ま
す
。

複
数
回
利
用
で
き
、
継
続
的
に
相

談
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
対
象
】
区
内
の
中
小
企
業
、
個
人

事
業
主
、
商
店
等

【
相
談
内
容
】
▼
事
業
計
画
・
経
営

計
画
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
の

策
定
、
▼
経
営
管
理
、
経
営
資
源
の

充
実
と
強
化
、
▼
創
業
後
の
経
営

安
定
化
、
▼
後
継
者
の
育
成
、
▼
そ

の
他
経
営
一
般
に
関
す
る
こ
と

【
相
談
事
例
】

▼
売
上
を
伸
ば
す
た
め
に
効
果
的

な
商
品
の
レ
イ
ア
ウ
ト
方
法
は
？

▼
海
外
展
開
や
販
路
拡
大
に
つ
い

て
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
ほ
し
い

▼
新
規
顧
客
を
増
や
す
た
め
、
直

接
店
舗
を
見
て
ア
ド
バ
イ
ス
し
て

ほ
し
い

【
申
込
み
】
所
定
の
申
込
書
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
同
係
で

配
布

新
宿

の

産
業

もものの
づづくくりり

中中小小企企業業
個個人人事事業業主主

商商店店街街

5月2日 3日 4日 5日 6日

区役所

第一分庁舎

【稼働時間】
午前8時30分～午後9時

【稼働時間】

午前8時30分

~午後5時

休止

地域センター
（特別出張所等
区民施設1階）

休止

1月

10月
から

28年

から

1月

29年

から

7月

29年

から
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